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(57)【要約】
　本発明の態様は、一つ以上の遠隔に位置する資産保管
場所に分散されている資産を利用する電子担保化検索エ
ンジンの効率を向上させる、コンピュータが実施する方
法に関する。その方法は、担保提供者の遠隔に位置する
資産のアセットレコードのデータベースから、担保提供
者の一つ以上の所定の閾値基準を満たすアセット特性を
有するアセットレコードのサブセットを選択することを
含む。担保受取者のクエリに一致する、担保提供者のア
セットレコードの受取検索を、担保提供者のアセットレ
コードのサブセットに限定すること。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の遠隔に位置する資産を管理するためのリソースインベントリシステムであって、
　複数のデータレコードを含むリソースデータベースであって、各データレコードが、少
なくとも一つの遠隔に位置する情報システムが利用可能な資産を指定するとともに、前記
資産のステータスに関連する一つ以上の可変資産特性を含むリソースデータベースと、
　各データレコードの前記一つ以上の可変資産特性と、適格特性の所定のセットと、を比
較して、前記所定の適格特性を含むいずれかのデータレコードを適格なサブセットに割り
当てることによって、データレコードの適格なサブセットを定義するように構成された第
一の処理モジュールと、
　外部の検索エンジンから受信した前記データレコードの検索が、前記データレコードの
適格なサブセットだけに関して実行されるように制限するための制御手段と、
　所定の資産に関連する少なくとも一つの遠隔に位置する情報システムからデータメッセ
ージを受信するように構成された通信モジュールであって、前記データメッセージが、前
記所定の資産の前記可変資産特性の現在のステータスに関連する現在のステータス情報を
含む通信モジュールと、
　前記所定の資産に関連するデータレコードを、前記現在のステータス情報を用いて更新
するように構成された第二の処理モジュールと、を備え、
　前記第一の処理モジュールは、前記データレコード内の所定の資産の更新された可変資
産特性が、適格な特性の所定のセットを満たすか否かを判断し、且つ、前記更新されたデ
ータレコードの前記更新された可変資産特性が、適格な特性の所定のセットを満たす場合
に、前記適格なサブセット内の前記更新されたデータレコードを含むように構成されてい
る、リソースインベントリシステム。
【請求項２】
　前記第一の処理モジュールは、前記更新されたデータレコードの前記更新された可変資
産特性が、前記適格な特性の所定のセットを満たさない場合に、前記更新されたデータレ
コードを前記適格なサブセットから取り除くように構成されている、請求項１に記載のリ
ソースインベントリシステム。
【請求項３】
　前記第二の処理モジュールは、前記受信したデータメッセージに含まれている前記現在
のステータス情報を用いて、前記所定の資産に関連するデータレコードを更新するための
データベースレコード更新命令を生成するように構成されている、請求項１に記載のリソ
ースインベントリシステム。
【請求項４】
　前記第二の処理モジュールは、可変カーネルプロセスアーキテクチャを備え、各カーネ
ルプロセスは前記データベースレコード更新命令を生成するように構成され、前記第二の
処理モジュールは、前記受信したデータメッセージの数に基づいて、リアルタイムで生成
された前記リソースデータベース更新命令の数を変えるために、前記第二の処理モジュー
ル内で作動している前記カーネルプロセスの数を変化させるように構成されている、請求
項３に記載のリソースインベントリシステム。
【請求項５】
　前記第二の処理モジュールは、
　各プロセッサがカーネルプロセスを実行する、並列に構成された複数のプロセッサと、
　前記複数のプロセッサの動作を制御するための制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記受信したデータメッセージの数に基づいて、各受信したデータメッ
セージに対するリソースデータベース更新命令をリアルタイムで生成するのに必要なプロ
セッサの数を判断して選択するように構成されている、請求項４に記載のリソースインベ
ントリシステム。
【請求項６】
　前記第一の処理モジュールは、
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　前記データレコード内の所定の資産の更新された可変資産特性が、前記所定の適格な特
性を満たすか否かを判断し、且つ、
　前記更新された可変資産特性が、前記所定の適格な特性を満たす場合に、前記適格なサ
ブセット内の前記更新されたリソースレコードを含むための命令を含む、前記適格なサブ
セットを更新するための適格なサブセット更新命令を生成するように構成された命令ジェ
ネレータを備える、請求項１に記載のリソースインベントリシステム。
【請求項７】
　前記第二の処理モジュールは、
　前記少なくとも一つの遠隔に位置する情報システムに、前記少なくとも一つの遠隔に位
置する情報システムが利用可能な所定の資産に関連する一つ以上の可変資産特性を問い合
わせ、
　前記所定の資産に対する前記リソースデータベース内のデータレコードを生成し、且つ
、
　前記所定の資産の場合の受信した一つ以上の資産特性を前記データレコードに追加する
ように構成されている、請求項１に記載のリソースインベントリシステム。
【請求項８】
　前記通信モジュールは、
　前記受信したデータメッセージのフォーマットが、前記第二の処理モジュールの処理条
件に適合しているか否かを判断し、且つ、
　前記受信したデータメッセージのフォーマットを、前記第二の処理モジュールの前記処
理条件に適合するフォーマットに変換するように構成されている、請求項１に記載のリソ
ースインベントリシステム。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの遠隔に位置する情報システムからの前記データメッセージは、一
つ以上のグローバル構成パラメータを含み、前記一つ以上のグローバル構成パラメータは
、後の前記少なくとも一つの遠隔に位置する情報システムとのデータ交換の特性を定義し
、前記通信モジュールは、前記受信した一つ以上の構成パラメータと、前記少なくとも一
つの遠隔に位置する情報システムが利用可能なリソースに関連する前記リソースデータベ
ースに含まれているすべてのデータレコードを関連付けるように構成されている、請求項
１に記載のリソースインベントリシステム。
【請求項１０】
　前記通信モジュールは、独立した電源を有するとともに、前記リソースデータベースと
、前記第一の処理モジュールと、前記第二の処理モジュールと、前記制御手段とに作動可
能に結合されている独立したハードウェア内に構成されている、請求項１に記載のリソー
スインベントリシステム。
【請求項１１】
　前記第一の処理モジュールは、前記データレコード内の所定のリソースの前記更新され
た可変資産特性が、所定期間後に、前記適格な資産の所定のセットを満たすか否かを判断
するように構成されている、請求項１に記載のリソースインベントリシステム。
【請求項１２】
　前記第一の処理モジュールは、前記データレコード内の所定のリソースの前記更新され
た可変資産特性が、データメッセージの各受信時に、前記適格な資産の所定のセットを満
たすか否かを判断するように構成されている、請求項１に記載のリソースインベントリシ
ステム。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記データレコードの適格なサブセットを外部の検索エンジンに出力
するように構成されている、請求項１に記載のリソースインベントリシステム。
【請求項１４】
　複数の遠隔に位置する資産を管理する方法であって、
　複数のデータレコードを含むリソースデータベースを生成するステップであって、各デ
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ータレコードが、少なくとも一つの遠隔に位置する情報システムが利用可能な資産を指定
し、および前記資産のステータスに関連する一つ以上の可変資産特性を含むステップと、
　各データレコードの前記一つ以上の可変資産特性を適格な特性の所定のセットと比較し
て、所定の適格な特性を含むいずれかのデータレコードを前記適格なサブセットに割り当
てることによって、データレコードの適格なサブセットを定義するステップと、
　前記データレコードの適格なサブセットに関してだけ実行されるように、外部検索エン
ジンから受信したデータレコードの検索を制限するステップと、
　所定の資産に関連する前記少なくとも一つの遠隔に位置する情報システムからデータメ
ッセージを受信することであって、前記データメッセージが、前記所定の資産の前記可変
資産特性の現在のステータスに関連する現在のステータス情報を含むステップと、
　前記現在のステータス情報を用いて、前記所定の資産に関連するデータレコードを更新
するステップと、
　前記データレコード内の前記所定の資産の前記更新された可変資産特性が、前記適格な
特性の所定のセットを満たすか否かを判断するステップと、
　前記更新されたデータレコードの前記更新された可変資産特性が、前記適格な特性の所
定のセットを満たす場合に、前記適格なサブセット内に前記更新されたデータレコードを
含むステップと、
を含む方法。
【請求項１５】
　前記更新されたデータレコードの前記更新された可変資産特性が、前記適格な特性の所
定のセットを満たさない場合に、前記更新されたデータレコードを前記適格なサブセット
から取り除くステップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記所定のリソースに関連する前記データレコードを、前記受信したデータメッセージ
に含まれている現在のステータス情報によって更新するためのデータベースレコード更新
命令を生成する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記判断するステップは、
　前記適格なサブセットを更新するための適格なサブセット更新命令を生成することであ
って、前記更新命令は、前記更新された可変資産特性が前記所定の適格な特性を満たす場
合に、前記更新されたリソースレコードを前記適格なサブセットに含めるための命令を含
むことを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記生成するステップは、
　一つ以上の遠隔に位置する情報システムに、前記一つ以上の遠隔に位置する情報システ
ムが利用可能な所定のリソースに関連する一つ以上の可変資産特性を問い合わせることと
、
　前記所定のリソースのためのデータレコードを前記リソースデータベース内に生成する
ことと、
　前記データレコードに、前記所定のリソースのための前記一つ以上の遠隔に位置する情
報システムから受信した一つ以上の可変資産特性を追加することと、
を含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記判断するステップは、
　前記データレコード内の前記所定のリソースの前記更新された可変資産特性が、所定期
間後に、前記適格な資産の所定のセットを満たすか否かを判断することを含む、請求項１
４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記判断するステップは、
　前記データレコード内の前記所定のリソースの前記更新された可変資産特性が、データ
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メッセージの各受信時に、前記適格な資産の所定のセットを満たすか否かを判断すること
を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　前記データレコードの適格なサブセットを前記外部検索エンジンに出力することを含む
、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　一つ以上の遠隔に位置する資産保管場所に分散された資産を利用する電子担保化検索エ
ンジンの効率を向上させる、コンピュータが実施する方法であって、担保提供者の前記遠
隔に位置する資産のアセットレコードのデータベースから、担保提供者の一つ以上の所定
の閾値基準を満たすアセット特性を有するアセットレコードのサブセットを選択するステ
ップと、担保受取者のクエリに一致する担保提供者のアセットレコードの受取検索を、前
記担保提供者のアセットレコードのサブセットに限定するステップを含む方法。
【請求項２３】
　前記一つ以上の遠隔に位置する資産保管場所からデータメッセージを受信するステップ
であって、前記データメッセージが、一つ以上のアセットレコードに関連する更新された
ステータス情報を含むステップと、
　前記受信したデータメッセージに関連する前記一つ以上のアセットレコードを、前記更
新されたアセットステータス情報によって更新するステップと、
をさらに含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記更新するステップは、前記データメッセージの受信時に実行される、請求項２３に
記載の方法。
【請求項２５】
　前記更新するステップは所定期間後に実行される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　複数の遠隔に位置する資産を管理するためのアセットインベントリシステムであって、
　複数のアセットレコードを含むアセットデータベースであって、各アセットレコードが
、少なくとも一つの遠隔に位置する資産保管場所が利用可能な資産を指定し、および前記
資産のステータスに関連する一つ以上の可変資産特性を含むアセットデータベースと、
　各アセットレコードの前記一つ以上の可変資産特性と、適格特性の所定のセットとを比
較して、前記所定の適格特性を含むいずれかのアセットレコードを適格なサブセットに割
り当てることによって、アセットレコードの適格なサブセットを定義するように構成され
た第一の処理モジュールと、
　外部の担保化検索エンジンから受信した前記アセットレコードの検索が、前記アセット
レコードの前記適格なサブセットだけに関して実行されるように制限するための制御部と
、
　所定の資産に関連する前記少なくとも一つの遠隔に位置する資産保管場所からデータメ
ッセージを受信するように構成された通信モジュールであって、前記データメッセージが
、前記所定の資産の前記可変資産特性の現在のステータスに関連する現在のステータス情
報を含む通信モジュールと、
　前記所定の資産に関連するアセットレコードを、前記現在のステータス情報を用いて更
新するように構成された第二の処理モジュールと、を備え、
　前記第一の処理モジュールは、前記アセットレコード内の前記所定の資産の更新された
可変資産特性が、適格な特性の所定のセットを満たすか否かを判断し、且つ、前記更新さ
れたアセットレコードの前記更新された可変資産特性が、前記適格な特性の所定のセット
を満たす場合に、前記適格なサブセット内の前記更新されたアセットレコードを含むよう
に構成されている、アセットインベントリシステム。
【請求項２７】
　前記第一の処理モジュールは、前記更新されたアセットレコードの前記更新された可変
資産特性が、前記適格な特性の所定のセットを満たしていない場合に、前記更新されたア
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セットレコードを前記適格なサブセットから取り除くように構成されている、請求項２６
に記載のアセットインベントリシステム。
【請求項２８】
　前記第二の処理モジュールは、前記所定の資産に関連する前記アセットレコードを更新
するためのデータベースレコード更新命令を、前記受信したデータメッセージに含まれて
いる現在のステータス情報によって生成するように構成されている、請求項２６に記載の
アセットインベントリシステム。
【請求項２９】
　前記第二の処理モジュールは、可変カーネルプロセスアーキテクチャを備え、各カーネ
ルプロセスは、前記データベースレコード更新命令を生成するように構成され、前記第二
の処理モジュールは、前記受信したデータメッセージの数に基づいて、リアルタイムで生
成されるアセットデータベース更新命令の数を変えるために、前記第二の処理モジュール
内で実行する前記カーネルプロセスの数を変えるように構成されている、請求項２８に記
載のアセットインベントリシステム。
【請求項３０】
　前記第二の処理モジュールは、
　各プロセッサがカーネルプロセスを実行する、並列に構成された複数のプロセッサと、
　前記複数のプロセッサの動作を制御するための第二の処理モジュール制御部と、を備え
、
　前記第二の処理モジュールは、受信したデータメッセージの数に基づいて、各受信した
データメッセージに対するアセットデータベース更新命令をリアルタイムで生成するのに
必要なプロセッサの数を判断して選択するように構成されている、請求項２９に記載のア
セットインベントリシステム。
【請求項３１】
　前記第一の処理モジュールは、
　前記アセットレコード内の前記所定の資産の前記更新されたアセット特性が前記所定の
適格な特性を満たしているか否かを判断し、且つ、
　前記更新された可変資産特性が前記所定の適格な特性を満たす場合に、前記適格なサブ
セット内の前記更新されたアセットレコードを含むための命令を含む、前記適格なサブセ
ットを更新するための適格なサブセット更新命令を生成するように構成された命令ジェネ
レータを備える、請求項２６に記載のアセットインベントリシステム。
【請求項３２】
　前記第二の処理モジュールは、
　一つ以上の遠隔に位置する資産保管場所に、前記一つ以上の遠隔に位置する資産保管場
所が利用可能な所定の資産に関連する一つ以上の可変資産特性を問い合わせ、
　アセットレコードを前記所定の資産に対する前記アセットデータベース内に生成し、且
つ、
　前記アセットレコードに、前記所定の資産に対する前記受信した一つ以上のアセット特
性を追加するように構成されている、請求項２６に記載のアセットインベントリシステム
。
【請求項３３】
　前記通信モジュールは、
　前記受信したデータメッセージのフォーマットが、前記第二の処理モジュールの処理条
件に適合しているか否かを判断し、且つ、
　前記受信したデータメッセージのフォーマットを、前記第二の処理モジュールの前記処
理条件に適合するフォーマットに変換するように構成されている、請求項２６に記載のア
セットインベントリシステム。
【請求項３４】
　前記少なくとも一つの遠隔に位置する資産保管場所からの前記データメッセージは、一
つ以上のグローバル構成パラメータを含み、前記一つ以上のグローバル構成パラメータは
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、後の前記少なくとも一つの遠隔に位置する資産保管場所とのデータ交換の特性を定義し
、および前記通信モジュールは、前記受信した一つ以上の構成パラメータと、前記少なく
とも一つの遠隔に位置する資産保管場所が利用可能な資産に関連する前記アセットデータ
ベースに含まれているすべてのアセットレコードを関連付けるように構成されている、請
求項２６に記載のアセットインベントリシステム。
【請求項３５】
　前記通信モジュールは、独立した電源を有し、且つ、前記アセットデータベースと、前
記第一の処理モジュールと、前記第二の処理モジュールと、前記制御部とに作動可能に結
合されている独立したハードウェア内に構成されている、請求項２６に記載のアセットイ
ンベントリシステム。
【請求項３６】
　前記第一の処理モジュールは、前記アセットレコード内の所定の資産の前記更新された
可変資産特性が、所定期間後に、前記適格な資産の所定のセットを満たすか否かを判断す
るように構成されている、請求項２６に記載のアセットインベントリシステム。
【請求項３７】
　前記第一の処理モジュールは、前記アセットレコード内の所定の資産の前記更新された
可変資産特性が、データメッセージの各受信時に、前記適格な特性の所定のセットを満た
すか否かを判断するように構成されている、請求項２６に記載のアセットインベントリシ
ステム。
【請求項３８】
　前記制御部は、前記アセットレコードの適格なサブセットを外部担保化検索エンジンに
出力するように構成されている、請求項２６に記載のアセットインベントリシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報データシステムにおける資産配分に関する。より具体的には、排他的で
はないが、本発明は、データベース管理のための利用可能な資産、および三者間の電子レ
ポ取引および電子担保化等のデータ取引における後の利用のための利用可能な資産を動的
に配分するシステムおよび方法を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　情報システムは、ハードウェアおよびソフトウェアから成る相互補完ネットワークに関
連している。そのようなシステムでは、一つのネットワーク内に含まれているリソース、
例えば、データリソースが、他の隣接するネットワークと共有され、それらのリソースは
、後の行動に利用される。多くの場合、何らかの後の行動の実行の前には、後の何らかの
行動のための基準を形成することになる利用可能なリソースを識別するために、決定行動
が実行される。そのようなシステムの正確で間違いのない運用を確実にするためには、時
間とともに変化するリソースの正しくかつ最新の状態に基づいて、その決定行動が行われ
ることが必要である。典型的には、リソースの状態は、手動で定義され、および更新され
る。このことは、利用可能なリソースがそのシステムに対して既知であること、およびそ
の決定行動が、現在のリソース状態に関して実行されることを確実にする。リソース状態
の手動による更新は、小さく、比較的シンプルな情報システムに適している可能性があり
、この場合、リソース状態は、短期間に著しい変動にさらされることはなく、また、それ
らのリソースを共有している隣接する異なるネットワークの数は最小限である。手動によ
る更新は、より大きなシステム、または、リソース状態が短期間に著しい変動にさらされ
る可能性のあるシステムでは、人間のオペレーターにかなりの負担をかけて、更新プロセ
ス時に生じる障害につながり、そのことが、リソースの状態に関する正確な記録の遅延を
もたらすため、それらのシステムにはあまり適していない。また、隣接する異なるネット
ワークの数が増加すればするほど、リソース状態が短期間に変化する可能性も増加する。
それらの遅延の結果として、多くの場合、リソースの実際の状態は、記録されているリソ
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ースの状態とは関連がなくなり、そのことも、正確でない期限切れのリソース状態データ
に基づいて実行される後の決定行動に悪影響を及ぼす可能性がある。
【０００３】
　従来技術において、上記の問題が抑制される一つの方法は、特定の行動にだけリソース
を割り当てて、その行動に対してのみそのリソースを利用可能にすることによって、リソ
ースの状態の変化の可能性を限定することである。一旦特定の行動における利用のために
割り当てられると、そのリソースはもはや、異なる行動のために他のネットワークによっ
て利用可能になることはない。このことは、リソース状態変動のソースを大幅に低減する
。しかし、この解決策は、情報システムの柔軟性を大幅に制限し、およびその有用性を、
多くの隣接するネットワークを伴う大きなシステムに限定し、および不活発なリソースを
もたらすという点で好ましくない。換言すれば、一旦リソースが、特定の行動における利
用のために割り当てられると、そのリソースは、後に、その割り当てられた行動のために
利用されない場合であっても、他の行動のために利用することができず、その場合、その
リソースは不活発になる。例えば、決定行動は、リソース状態に基づいて、後の行動のた
めに利用可能なリソースを識別して、そのリソースを利用可能にすることができる。その
リソースが、後に、その割り当てられた行動のために利用されない場合には、そのリソー
スは、利用されず、および不活発なままである。この柔軟性の欠乏は、利用可能なシステ
ムリソースの不十分な利用を不利にもたらし、また、共有されているリソースを低減する
ことにより、そのシステムの同時並行性も低下させる。
【０００４】
　上述した従来の情報システムの欠点は、図１を参照して、実社会の実例に関連して考察
することができる。問題およびその後の解決策は、以下で説明する実施例の分野（すなわ
ち、金融業界）に限定されず、例示のために提示されているにすぎないことを認識すべき
である。
【０００５】
　図１は、三者間の買い戻し条件付き（レポ）取引を実行するために構成された、金融業
界で利用される、具体的には、三者間の電子担保化システムにおいて利用されるタイプの
情報システム１の概略図である。このような実施例において、リソースは、不動産、有価
証券、債券等の金融資産に関連している。背景として、電子レポ取引（すなわち、情報シ
ステムを用いて実施されるレポ取引）では、第一の端末３を用いる第一の関係者によって
保有されている資産は、第二の端末５を用いる第二の関係者からのローンを証券化するた
めに担保として利用される。このような取引では、第一の関係者は、従来、担保提供者（
ｃｏｌｌａｔｅｒａｌ　ｇｉｖｅｒ：ＣＧ）と呼ばれており、また、第二の関係者は、従
来、担保受取者（ｃｏｌｌａｔｅｒａｌ　ｒｅｃｅｉｖｅｒ：ＣＲ）と呼ばれている。典
型的には、レポ取引は、ＣＧとＣＲとの間で相互に合意した有限の時間的期間を有し、お
よび合意した開始日および合意した終了日を含む。合意した期間内で、および遅くとも合
意した終了日までに、ＣＧは、いくらかの約定利息に加えて融資額を返済しなければなら
ない。一旦融資額が返済されると、担保化された資産は、ＣＲによってＣＧに変換され、
このステップは、一般に、リバースレポ取引と呼ばれている。レポ取引の期間は、そのレ
ポ取引を実行する前に、第一および第二の関係者によって合意されている。レポ取引の期
間は、典型的には、その取引の開始日および終了日、貸出額、いくらかの適切な利息、お
よび第一の関係者（ＣＧ）が担保として提供する意思がある資産の特性に加えて、第二の
関係者（ＣＲ）が担保として受け入れる意思がある資産の特性を定義する。適格資産の特
性は、例えば、次の非限定的な特性、すなわち、資産の種類（例えば、債券、国債、有価
証券等）、アセット発行者レーティング、原資産通貨、本国、資産がインデックスの一部
であるか否かおよび流動性のうちのいずれか一つに関係している可能性がある。
【０００６】
　ＣＧの資産は、多くの場合、複数の異なる資産保管場所７、９、１１、１３で保有され
ている。各保管場所は、異なる銀行、証券保有会社、および／または資産を維持する他の
何らかのエンティティに関係している可能性がある。異なる資産保管場所７、９、１１、
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１３は、異なる地理的テリトリーに位置していてもよい。各保管場所７、９、１１、１３
は、サーバ１５、１７、１９、２１と、作動可能に接続されているアセットデータベース
２３、２５、２７、２９とを備えている。アセットデータベース２３、２５、２７、２９
は、特定の保管場所によって保有されている、特定のユーザに関連するすべての資産のデ
ータベースを備えている。
【０００７】
　最初の登録プロセス中に、電子担保化取引を実行するためには、ＣＧは、第一の端末３
から、後のレポ取引における利用のためにＣＧが利用可能にする意思のある資産を指定す
る。指定された資産は、その後、関連する資産保管場所７、９、１１、１３から共有通信
ネットワーク３３を介して取引エージェント３１に転送され、そのネットワークは、イン
ターネット、プライベートネットワークまたは何らかの他の通信ネットワーク等のワイド
エリアネットワークに関連していてもよい。
【０００８】
　取引エージェントシステム３１（エージェント）は、サーバ３５および担保化検索エン
ジン３７に作動可能に接続されている資産保管場所３４を備えている。指定された資産は
、資産保管場所３４に保管され、およびレポ取引のおける利用のためにＣＧが利用可能に
した資産に関するプールを定義する。ＣＧおよびＣＲはともに、それらの担保化請求を担
保化検索エンジン３７に与える。例えば、ＣＧは、ＣＧがＣＲとの取引における担保とし
て利用するために提供する意思がある資産の特性を定義して、その資産特性を第一の端末
３から担保化検索エンジン３７に転送する。同様に、ＣＲは、融資の担保として受け入れ
る意思のある資産に関する特性を定義して、その特性を第二の端末５から担保化検索エン
ジン３７へ転送する。資産特性のセットはともに、担保化検索エンジン３７によって受け
取られて、ＣＲおよびＣＧの両方が提供した資産特性を満たす、集約された検索クエリを
生成するのに用いられる。例示のために、ＣＧが、次の資産特性、すなわち、
・資産の種類：株式
・最低信用格付け（Ｓ＆Ｐ社／フィッチ社の格付け）：ＣＣＣ
・最高信用格付け（Ｓ＆Ｐ社／フィッチ社の格付け）：ＡＡ
・異なる所要株式の最小数量：３
を選択する実施例について考察する。
【０００９】
　同様に、ＣＲは、ＣＲが担保として受け入れる意思のある資産が満たさなければならな
い最低限の特性、すなわち、
・資産の種類：債券、株式
・最低信用格付け（Ｓ＆Ｐ社／フィッチ社の格付け）：Ａ＋
・最高信用格付け（Ｓ＆Ｐ社／フィッチ社の格付け）：最高なし
も定義する。
【００１０】
　ＣＧおよびＣＲの両方の担保化請求を受けたときに、担保化検索エンジンは、提供され
た資産特性を検討して、ＣＧおよびＣＲの両方が提供した資産特性を満たす集約検索クエ
リを生成する。この実施例では、ＣＧが提供した担保化請求は、ＣＧは、ＣＣＣという最
低の信用格付けおよびＡＡという最高の信用格付けを有する株式を担保として提供する意
思があることを示す。さらに、ＣＧは、最低でも３つの異なる株式を担保として利用する
ために選択しなければならないことを表明している。同様に、ＣＲは、Ａ＋という最低の
信用格付けを有する債券および／または株式を、融資のための担保として受け入れる意思
があることを表明している。ＣＲは、満たさなければならない何らかの最高の信用格付け
を示してはいない。
【００１１】
　提供された資産特性に基づいて、担保化検索エンジン３７は、ＣＲおよびＣＧの双方が
提供した担保化請求を満たす集約検索クエリを生成する。この場合、集約クエリは、以下
の資産特性、すなわち、
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・資産の種類：株式
・最低信用格付け（Ｓ＆Ｐ社／フィッチ社の格付け）：Ａ＋
・最高信用格付け（Ｓ＆Ｐ社／フィッチ社の格付け）：ＡＡ
・異なる所要株式の最小数量：３
を満たすことを要求することになる。
【００１２】
　担保化検索エンジン３７は、その後、資産保管場所３４で集約検索クエリを実行する。
集約検索クエリを満たし、およびそれに伴って延長線上で考えると、合意したレポ取引の
条件も満たす、資産保管場所３４に含まれている資産は、担保としての利用のために、担
保化検索エンジン３７によって選択される要件を満たしている。担保化に要求される必要
なバリューマッチングを有する適格資産のサブセットが選択される。エージェントの資産
保管場所３４に含まれている資産だけが、集約検索クエリとの整合性のために、およびそ
れに伴ってレポ取引基準との整合性のために、担保化検索エンジン３７によって検索要求
される。資産は、エージェントの資産保管場所３４で保有されているが、それらは、他の
関係のない行動において用いることはできない。このことは、集約検索基準を満たさない
資産および集約検索基準を満たしている（適格資産）が、選択されていない資産を含む多
くの資産は、エージェントの資産保管場所３４において依然として使われていない状態に
なるため、必然的に資産の不十分な利用につながる。換言すれば、一旦資産がエージェン
トの資産保管場所３４に転送されると、それは、エージェント３１によって管理された後
の三者間のレポ取引のために利用することができ、すなわち、それらは、他の関係のない
行動に利用することはできない。
【００１３】
　この欠点を緩和する一つの方法は、資産保管場所３４の代わりに、ミラーアセットデー
タベース（図示せず）を維持することである。ミラーアセットデータベースは、資産のレ
コードと、後のレポ取引のためにＣＧが指定したそれらの資産に関連するステータスとを
維持する。資産のステータスが変化するたびに、この情報は、関連する資産保管場所７、
９、１１、１３によってエージェント３１に伝えられ、その結果、ミラーアセットデータ
ベースは、それに応じて更新することができる。また、この場合、資産は、エージェント
３１によって物理的に保有されているため、それらの資産は、後のレポ取引における担保
としての利用のために選択されていない場合には、代替的な行動において利用することが
できる。しかし、この解決策の欠点は、担保化検索エンジン３７が、最新のステータス情
報に基づいて、担保としての利用のために確実に資産を選択するために、エージェントに
よって保持されている資産ステータスをリアルタイムで維持しなければならないというこ
とである。資産ステータス情報は、時間依存性であり、また特に、その資産が代替的な行
動における利用のために使用可能である場合には、時間の経過とともに大幅に変動する可
能性がある。資産ステータス情報が、エージェントのミラーアセットデータベースにおい
て確実に最新のものに更新されるようにするために、資産ステータスデータメッセージが
、関連する資産保管場所７、９、１１、１３からエージェント３１に転送される。実際に
は、このことは、エージェント３１には、多くの場合、処理のための非常に多くのステー
タス更新データメッセージが殺到していることを意味する。多くの場合、受信したステー
タス更新の量は、エージェントのサーバ３５が、受信した各ステータスメッセージをリア
ルタイムで処理することが不可能なほど多い。その代わり、ステータスメッセージは、一
旦サーバ処理リソースが利用可能になると、後の処理のためにメモリバッファ内の待ち行
列に入れられる。その結果として、関連する資産保管場所７、９、１１、１３によって保
有されている実際の資産ステータスと、ミラーアセットデータベースにおいてエージェン
ト３１によって保持されている記録された資産ステータスとの間に生じる不連続性は一般
的なものである。このことは、間違ったステータスデータに基づいて、担保としての利用
のために選択されている資産により、担保化検索エンジン３７および集約検索結果の精度
に影響を及ぼす可能性がある。例えば、特定の資産が、間違った資産ステータスデータに
基づいて、担保化検索エンジン３７によって担保としての利用のために選択された場合に
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は、そのことは譲渡時（すなわち、レポ取引の条件に従って、それらの資産がＣＲに物理
的に転送されたとき）に表面化するであろうし、また、レポ取引の条件が満たされないま
まになる可能性があり、例えば、提供された資産の価値の合計が、貸し付けを担保で保証
するのに不十分であり、または、資産が、その実際の特性がもはや集約検索基準を満たし
ていない担保としての利用のために選択されている。同様に、資産が別の行動のために利
用されている場合、およびエージェントのミラーアセットデータベースが適切に更新され
ていない場合、この資産が、担保化検索エンジン３７によって選択される可能性があると
いう危険性がある。譲渡時には、その資産がもはや利用可能ではないことが直ちに明らか
になるであろうし、また、最終的には、ＣＧが、合意したレポ取引の義務を履行できない
ことになるであろう。上記の問題は、資産の状態が短期間に変化して、ミラーアセットデ
ータベースが、資産ステータスをリアルタイムで反映するのに十分な頻度で更新されない
場合に生じる傾向がある。
【００１４】
　従来の情報システム、具体的には、従来の担保化システムの別の欠点は、担保化検索を
実行するために必要な担保化検索エンジン３７の時間およびリソースであり、換言すれば
、ミラーアセットデータベースまたはエージェントの資産保管場所３４を検索するのに必
要な時間およびリソースは、場合によっては、従来技術における具体的な履行に依存する
可能性がある。
【００１５】
　単に例示のために、各資産が、少なくとも十の異なる特性を備え、およびＣＧおよびＣ
Ｒの各一方が、当該資産を担保として利用するために満たさなければならない十の異なる
資産特性のうちのそれぞれ一つに対する閾値を定義し、およびデータベースまたは資産保
管場所３４が千の異なる資産を含む場合、担保化検索エンジン３７は、どの資産が単一の
集約検索クエリを満たすかを判断するために、合計で一万の異なる特性を検索しなければ
ならない。この検索は、各異なる集約検索クエリに対して繰り返される。これらの値は、
単に例示的なものであり、実際には、各資産は、より多くの特性を含んでいてもよいため
、各ユーザは、数千または数十万の異なる資産を含んでもいてもよい。したがって、各異
なる集約検索クエリのために検索される特性の数は驚くほど多い。さらに、担保化検索エ
ンジン３７は、１日当たり何十万の異なるレポ取引ではなく、数千の取引に対して集約検
索を実行するように構成されている。このことは、担保化検索エンジンに要求される処理
オーバヘッドが極端に高いことを意味している。
【００１６】
　上記の問題が緩和される一つの方法は、単位時間当たりに各ユーザに与えられる異なる
担保化検索の数を制限することである。例えば、各ユーザは、一日当たり単一の集約検索
（すなわち、一日当たり一つのレポ取引）に制限してもよい。この解決策は、現在の電子
担保化システムの有用性を著しく制限するため、過度に限定的である。
【００１７】
　本発明の目的は、現存する従来の情報システムに関する上述した欠点のうちの少なくと
もいくつかに対処することであり、具体的には、金融業界で利用されている情報システム
の欠点に対処することである。しかし、本発明によって提供される解決策を、何らかの情
報システムにおいて実施することができること、およびその解決策は、金融業界における
利用に限定されないことを認識すべきである。
【発明の概要】
【００１８】
　本発明の態様は、複数の遠隔に位置する資産を管理するためのリソースインベントリシ
ステムに関する。そのシステムは、複数のデータレコードを含むリソースデータベースで
あって、各データレコードが、少なくとも一つの遠隔に位置する情報システムが利用可能
な資産を指定し、およびその資産のステータスに関連する一つ以上の可変資産特性を含む
リソースデータベースと、各データレコードの一つ以上の可変資産特性と、適格特性の所
定のセットとを比較して、所定の適格特性を含むいずれかのデータレコードを適格なサブ
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セットに割り当てることによって、データレコードの適格なサブセットを定義するように
構成された第一の処理モジュールと、外部の検索エンジンから受信したデータレコードの
検索が、データレコードの適格なサブセットだけに関して実行されるように制限するため
の制御手段と、所定の資産に関連する少なくとも一つの遠隔に位置する情報システムから
データメッセージを受信するように構成された通信モジュールであって、そのデータメッ
セージが、所定の資産の可変資産特性の現在のステータスに関連する現在のステータス情
報を含む通信モジュールと、所定の資産に関連するデータレコードを、現在のステータス
情報を用いて更新するように構成された第二の処理モジュールを備え、第一の処理モジュ
ールは、データレコード内の所定の資産の更新された可変資産特性が、適格な特性の所定
のセットを満たすか否かを判断し、且つ、更新されたデータレコードの更新された可変資
産特性が、適格な特性の所定のセットを満たす場合に、適格なサブセット内の更新された
データレコードを含むように構成される。
【００１９】
　第一の処理モジュールは、更新されたデータレコードの更新された可変資産特性が、適
格な特性の所定のセットを満たさない場合に、適格なサブセットから更新されたデータレ
コードを除去するように構成してもよい。
【００２０】
　本発明のリソースインベントリシステムは、一つ以上の遠隔に位置する情報システムに
含まれている資産を検索するための外部検索エンジンの効率を向上させる。各遠隔に位置
する情報システムの検索を実行しなければならないのではなく、検索を、各遠隔に位置す
る情報システムが利用可能な資産のデータレコードを含むリソースデータベースに制限す
ることができる。このことは、各遠隔に位置する情報システムに含まれている資産を検索
する必要性を除去する。また、本発明のリソースインベントリシステムは、その効率を向
上させ、二つ以上のユーザによって指定された検索基準を含む集約検索クエリが必要とな
る。このような適用において、第一のユーザの検索条件は、適格な特性の所定のセットと
関連付けることができ、および適格なサブセットを定義するのに用いられる。制御手段は
、リソースデータベースの検索エンジンの検索を、その適格なサブセットに制限するよう
に構成される。このようにして、有利には、その検索エンジンは、第一のユーザの検索条
件が既に適格なサブセット内で考慮されているため、検索クエリを生成した際に、第二の
ユーザの検索条件を考慮するだけである。このようにして、検索エンジンは、検索クエリ
を生成する際に、より少ない処理オーバヘッドを要し、および検索結果は、より迅速に確
認される。本発明のこの態様は、特に三者間の電子レポ取引システムおよび電子担保化シ
ステムでの利用に有利である。
【００２１】
　第二の処理モジュールは、受信したデータメッセージに含まれている現在のステータス
情報を用いて、所定の資産に関連するデータレコードを更新するためのデータベースレコ
ード更新命令を生成するように構成することができる。
【００２２】
　第二の処理モジュールは、可変カーネルプロセスアーキテクチャを備えてもよく、各カ
ーネルプロセスは、データベースレコード更新命令を生成するように構成され、および第
二の処理モジュールは、受信したデータメッセージの数に基づいて、リアルタイムで生成
されたリソースデータベース更新命令の数を変えるために、第二の処理モジュール内で実
行するカーネルプロセスの数を変化させるように構成される。このことは、第二の処理モ
ジュールに、受信したデータメッセージの数に依存して、リソースデータベース更新命令
の生成専用の処理パワーの量を変化させる柔軟性を与える。受信したデータメッセージの
数が多ければ多いほど、所要のデータベースレコード更新命令を生成するために実行する
ことができるカーネルプロセスの数は多くなる。可変カーネルプロセスアーキテクチャは
、データメッセージを受信する速度が、データベースレコード更新命令が生成される速度
よりも速い場合に生じるデータ障害の発生を防ぐ。データ障害の発生を防ぐために、作動
しているカーネルプロセスの数は、データベースレコード更新命令が生成される速度が、
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データメッセージが受信される速度と実質的に同じになるまで増加される。このようにし
て、データベースレコード更新命令は、データメッセージが受信される際に、実質的にリ
アルタイムで生成することができる。
【００２３】
　第二の処理モジュールは、各プロセッサがカーネルプロセスを作動させる、並列に構成
された複数のプロセッサと、複数のプロセッサの動作を制御するための制御部とを備える
ことができ、その制御部は、受信したデータメッセージの数に基づいて、受信したデータ
メッセージに対するリソースデータベース更新命令をリアルタイムで生成するのに必要な
プロセッサの数を判断して選択するように構成されている。このようにして、データベー
スレコード更新命令は、データメッセージが受信された際に、データ障害の発生を防ぐよ
うに、実質的にリアルタイムで生成することができる。
【００２４】
　第一の処理モジュールは、データレコード内の所定の資産の更新された可変資産特性が
、所定の適格な特性を満たしているか否かを判断するように、および適格なサブセットを
更新するための適格なサブセット更新命令であって、更新された可変資産特性が、所定の
適格な特性を満たす場合に、適格なサブセット内の更新されたリソースレコードを含むた
めの命令を含む更新命令を生成するように構成された命令ジェネレータを備えることがで
きる。
【００２５】
　第二の処理モジュールは、一つ以上の遠隔に位置する情報システムに、少なくとも一つ
の遠隔に位置する情報システムが利用可能な所定の資産に関連する一つ以上の可変資産特
性を問い合わせ、その所定の資産に対してリソースデータベース内にデータレコードを生
成し、および所定の資産の場合の受信した一つ以上の資産特性をそのデータレコードに追
加するように構成することができる。このようにして、第二の処理モジュールは、リソー
スデータベース内に、少なくとも一つの遠隔に位置する情報システムが利用可能な資産に
関連するリソースレコードを生成することができる。さらに、リソースレコードのみがリ
ソースデータベース内に生成されるため、その資産は、依然として、少なくとも一つの遠
隔に位置する情報システムによる利用のために利用可能である。換言すれば、資産をリソ
ースデータベースへ移動させる必要がないだけではなく、後の検索行動における利用のた
めに資産を保存する必要もない。このことは、資産の最も有効な利用を確実にし、および
資産の停滞を防ぐ。
【００２６】
　通信モジュールは、受信したデータメッセージのフォーマットが、第二の処理モジュー
ルの処理条件に適合しているか否かを判断し、受信したデータメッセージのフォーマット
を、第二の処理モジュールの処理条件に適合したフォーマットに変換するように構成する
ことができる。このことは、そのリソースインベントリシステムに、各出力データメッセ
ージが異なるデータフォーマットを有している一つ以上の情報システムとともに用いられ
る柔軟性を与える。実際には、このことは、現在の情報システムが、リソースインベント
リシステムに適合するフォーマットでデータメッセージを出力するように修正する必要は
ないことを意味する。また、このことは、そのリソースインベントリシステムの現在の情
報システムへの組み込みを改善する。
【００２７】
　通信モジュールは、独立した電源を有する独立したハードウェアで構成することができ
、およびリソースデータベース、第一の処理モジュール、第二の処理モジュールおよび制
御手段に作動可能に結合されている。このようにして、リソースインベントリシステムの
他のコンポーネントが電源を喪失した場合、通信モジュールは、作動し続けて、データメ
ッセージを受信して処理し続けることができる。このことは、通信モジュールに送信され
たデータメッセージが、リソースインベントリシステムに影響を与える電源喪失の結果と
して、偶発的に失われないことを確実にする。
【００２８】
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　第一の処理モジュールは、所定期間後に、データレコード内の所定の資産の更新された
可変資産特性が、適格資産の所定のセットを満たすか否かを判断するように構成すること
ができる。例えば、その所定期間は、一日に一回、または、一日に複数回に関連していて
もよい。
【００２９】
　別法として、第一の処理モジュールは、データレコード内の所定の資産の更新された可
変資産特性が、データメッセージの各受信時に、適格資産の所定のセットを満たすか否か
を判断するように構成してもよい。有利には、このようにして、適格なサブセットは、デ
ータメッセージが受信され、およびリソースデータベースが更新された際に、実質的にリ
アルタイムで最新の状態に維持される。
【００３０】
　制御手段（例えば、制御部）は、データレコードの適格なサブセットを外部検索エンジ
ンに出力するように構成することができる。このようにして、適格なサブセットは、外部
検索エンジンに局所的に保持され、そのことは、特定の実施形態において有利である可能
性があり、外部検索エンジンの制約を考慮すると、データレコードの適格なサブセットを
検索する目的で、リソースインベントリソーシングシステムに対してリモート接続を確立
することはできないか、または好ましくない。
【００３１】
　本発明のさらなる態様は、複数の遠隔に位置する資産を管理する方法に関する。その方
法は、複数のデータレコードを含むリソースデータベースを生成することであって、各デ
ータレコードが、少なくとも一つの遠隔に位置する情報システムが利用可能な資産を指定
し、およびその資産のステータスに関連する一つ以上の可変資産特性を含むことと、各デ
ータレコードの一つ以上の可変資産特性を適格な特性の所定のセットと比較して、所定の
適格な特性を含むいずれかのデータレコードをその適格なサブセットに割り当てることに
よって、データレコードの適格なサブセットを定義することと、データレコードの適格な
サブセットに関してだけ実行されるように、外部検索エンジンから受信したデータレコー
ドの検索を制限することと、所定の資産に関連する少なくとも一つの遠隔に位置する情報
システムからデータメッセージを受信することであって、そのデータメッセージが、所定
の資産の可変資産特性の現在のステータスに関連する現在のステータス情報を含むことと
、その現在のステータス情報を用いて、所定の資産に関連するデータレコードを更新する
ことと、そのデータレコード内の所定の資産の更新された可変資産特性が、適格な特性の
所定のセットを満たすか否かを判断することと、更新されたデータレコードの更新された
可変資産特性が、適格な特性の所定のセットを満たす場合に、その適格なサブセット内に
更新されたデータレコードを含むことと、を含む。
【００３２】
　本発明のこの態様は、先行の態様に関連して説明したのと同様の利点をもたらす。
【００３３】
　本発明のさらなる態様は、実施形態の詳細な説明から明らかになるであろう。
【００３４】
　本発明をより容易に理解するために、本発明の一つ以上の実施形態を、非限定的な実施
例によって、以下の図を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】従来の情報システムの概略図であり、既に本発明に関する背景として上述されて
いる。
【図２】本発明の実施形態によるインベントリソーシングシステムを備える情報システム
の概略図である。
【図３ａ】図２のインベントリソーシングシステムの機能的構成要素の概略図である。
【図３ｂ】ミラーアセットデータベースの図および図３ａのユーザの電子バランスシート
であり、電子バランスシートに含まれている資産をどのようにして利用可能な資産のサブ
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セットに分けることができるかを示している。
【図４】図３ａに図示されているインベントリソーシングシステムの通信モジュールの機
能的構成要素の概略図である。
【図５】図３ａに図示されているインベントリソーシングシステムのポジションマネージ
ャモジュールの機能的構成要素の概略図である。
【図６】図３ａのインベントリソーシングシステムのインベントリマネージャモジュール
の機能的構成要素の概略図である。
【図７】図２および図３ａのインベントリソーシングシステムによって実施される初期登
録プロセスを強調したプロセスフローチャートである。
【図８】図５のポジションマネージャモジュールおよび図６のインベントリマネージャモ
ジュールによって実施される方法を強調したプロセスフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　図２は、本発明の実施形態が実施される情報システム４０の実施例を示す。具体的には
、図２は、情報システム４０に含まれている資産を目録化するように構成されたインベン
トリソーシングシステム４２を示し、それらの資産は、一つ以上の異なる遠隔に位置する
資産保管場所４４、４６において保有されている。インベントリソーシングシステム４２
は、ミラーリソースデータベース５０を備えている。資産保管場所４４、４６のそれぞれ
は、図１に関連して背景のセクションにおいて前述した資産保管場所９、１１、１３と実
質的に同様であり、それぞれがサーバ５２、５４を備えている。リソースデータベース５
６、５８は、各サーバ５２、５４に作動可能に結合されている。各データベース５６、５
８は、特定の資産保管場所によって保有されている資産のリストを備えている。
【００３７】
　例えば、リソースが金融資産に関連している実施形態においては、資産保管場所は、銀
行、および／または株式持ち株会社等の異なる金融資産持ち株企業に関連している可能性
がある。このような実施形態では、資産保管場所のリソースデータベース５６、５８はさ
らに、異なるユーザアカウントに細分化してもよい。また、各ユーザアカウントは、特定
のユーザの資産のデータベースを備えている。このような実施形態では、インベントリソ
ーシングシステムのミラーリソースデータベース５０は、各ユーザの資産のレコード４８
を備えている。換言すれば、ミラーアセットデータベース５０は、各ユーザアカウントが
、すべての特定のユーザの資産のデータベースを備えている状態で、異なるユーザアカウ
ントにさらに細分化されている。
【００３８】
　利用にあたっては、インベントリソーシングシステム４２は、資産保管場所４４、４６
のそれぞれにおいて保有されている資産を目録化する（すなわち、一覧を作る）ように構
成される。このようにして、ミラーリソースデータベース５０は、各ユーザが利用できる
、情報システム４０全域に分散されているすべての資産のレコードを維持することができ
る。例えば、ユーザは、異なる資産保管場所４４、４６によって保有されている異なる資
産を所有してもよく、すなわち、異なる資産保管場所４４、４６は、この場合、例えば、
異なる国の異なる銀行に関連していてもよい。また、インベントリソーシングシステム４
２は、ミラーアセットデータベース５０を維持し、およびアセットステータス情報が最新
のものであることを保証することにより、それを最新の状態にしておくように構成されて
いる。図２は、２つの資産保管場所４４、４６のみを示しているが、これは、例示目的の
ためだけに提示されている非限定的な実施例であることを認識すべきである。インベント
リソーシングシステム４２は、典型的には、（一つだけの資産保管場所の場合でも機能す
ることが可能であるが）複数の異なる資産保管場所において保有されている資産を目録化
するように構成されている。
【００３９】
　インベントリソーシングシステム４２および資産保管場所４４、４６は、共有通信ネッ
トワーク６０に作動可能に接続されており、そのネットワークは、インターネット、さら
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には、何らかの他のワイドアクセスネットワーク（ＷＡＮ）に、あるいは、異なる資産保
管場所４４、４６が比較的近接している場合には、ローカルアクセスネットワーク（ＬＡ
Ｎ）に関連していてもよい。このようにして、データメッセージを、異なる資産保管場所
４４、４６と、インベントリソーシングシステム４２との間で転送することができる。
【００４０】
　目録化プロセスを開始するために、ユーザは、第一のユーザ端末６２において、ユーザ
の資産を保有している一つ以上の異なる資産保管場所４４、４６の問合せ先に関する連絡
先情報をインベントリソーシングシステム４２に提供する。いくつかの実施形態において
は、ユーザ登録プロセスが必要である可能性があり、それにより、ユーザは、インベント
リソーシングシステム４２に関してカスタマイズされたユーザアカウントを作る。ユーザ
の資産を保有している一つ以上の異なる資産保管場所４４、４６の位置に関連する連絡先
情報、例えば、ＩＰアドレス、および必要に応じてログイン詳細およびユーザアカウント
詳細は、登録プロセス中に提供することができる。このようにして、一つ以上の異なる資
産保管場所４４、４６において保有されている資産に関する情報は、一つ以上の異なる資
産保管場所４４、４６から直接、インベントリソーシングシステム４２が取得することが
できる。
【００４１】
　別法として、または、上記に加えて、各資産保管場所４４、４６は、ユーザの資産を説
明する情報（リソースデータとも呼ばれる）を直接、インベントリソーシングシステム４
２へ転送するように指示してもよく、その結果、一つ以上の資産保管場所４４、４６に保
持されているこのリソースデータ、具体的には、リソースデータベース５６、５８に保持
されているリソースデータがインベントリソーシングシステム４２へ転送されて、そこで
処理されて、ミラーリソースデータベース５０に格納される。例えば、一旦ユーザがイン
ベントリソーシングシステム４２に登録すると、そのユーザは、固有識別子、例えば、ミ
ラーリソースデータベース５０内のそのユーザのアカウントを固有に識別する固有識別番
号、または同様のものが与えられる。このことは、ミラーリソースデータベース５０内で
異なるユーザアカウントを区別するのに、さらに、インベントリソーシングシステム４２
の異なるユーザが利用可能な資産を識別するのに役に立つ。その固有識別子は、一つ以上
の資産保管場所４４、４６のそれぞれに供給され、その結果、ユーザの一つ以上の資産保
管場所アカウントと、ユーザのインベントリソーシングシステムアカウントとの間で関連
付けを確立することができる。資産情報は、ユーザの固有識別子とともに、データメッセ
ージでインベントリソーシングシステム４２へ転送される。その固有識別子は、受信した
データメッセージが関連している関連するインベントリソーシングシステムのユーザアカ
ウントをインベントリソーシングシステム４２が識別することを可能にする。一旦関連す
るインベントリソーシングシステムのユーザアカウントが識別されると、受信したデータ
メッセージの内容が処理されて、ミラーアセットデータベース５０を維持するのに用いら
れ、およびミラーリソースデータベース５０が、正しい資産情報で構成されていることが
確保される。この構成は特に、一つ以上の異なる資産保管場所４４、４６からインベント
リソーシングシステム４２へリソースステータス更新情報を伝えるのに有用である。
【００４２】
　別法として、または上記に加えて、インベントリソーシングシステム４２は、資産情報
を、一つ以上の異なる資産保管場所４４、４６のそれぞれから直接、引き出すように構成
してもよい。このような実施形態では、ユーザの資産保管場所のアカウントを固有に識別
する識別子がインベントリソーシングシステム４２へ提供される。このことは、各ユーザ
の資産保管場所アカウントに対して繰り返される。関連する資産保管場所から後に情報を
引き出すために、インベントリソーシングシステム４２は、関連するユーザによって所有
されている資産を含んでいる一つ以上の異なる資産保管場所４４、４６のそれぞれに対し
て情報要求メッセージを生成する。情報要求メッセージは、特定のユーザの資産保管場所
のアカウントに関連する固有識別子と、必要に応じて、所要のリソースデータのリストを
含んでいる。資産保管場所は、情報要求メッセージの受信時に、提供された固有識別子に
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基づいて、関連するユーザのリソースアカウントを識別する。固有識別子の利用は、関連
するユーザによって所有され、および資産保管場所４４、４６によって保有されている関
連する資産の識別を容易にする。関連するユーザのリソースアカウントに関連する情報、
具体的には、ユーザの資産に関連する情報は、後にインベントリソーシングシステム４２
に引き出されて、そこでその情報が処理されて、ミラーアセットデータベース５０内の関
連するユーザアカウントに格納される。
【００４３】
　上述したように、転送または引き出し技術を用いて、複数のユーザの各々に関連し、お
よび一つ以上の遠隔に位置する資産保管場所４４、４６によって保有されているすべての
資産の画像を含むミラーリソースデータベース５０を生成して維持することができる。好
適な実施形態においては、転送または引き出しリソースステータスメッセージが定期的に
インベントリソーシングシステム４２へ転送される。
【００４４】
　ミラーリソースデータベース５０においてユーザのために保持されているリソースレコ
ードはさらに、ユーザが定義したリソースパラメータに基づいて、少なくとも一つのリソ
ースの適格なサブセットにフィルタリングされる。ユーザが定義したリソースパラメータ
は、資産特性に関連し、およびユーザ端末６２においてユーザによって定義される。
【００４５】
　例えば、資産が金融資産に関連している実施形態では、ユーザが定義したパラメータは
、少なくとも一つの適格なサブセットに含まれるのに適格とされるために資産が満たさな
ければならない一つ以上の資産特性を指定する。適格な資産は後に、電子担保化取引等の
さらなる行動において利用される可能性がある。このような実施形態を次の説明でさらに
詳細に説明する。
【００４６】
　次に、非限定的な目的のためだけの例示のために、本発明の実施形態を、金融情報シス
テムとの関連で説明し、この場合、資産は金融資産に関連している。しかし、これは単に
例示目的のためであり、また、本実施形態のインベントリソーシングシステム４２は、そ
のようなシステムとともに利用することに限定されないことを認識すべきである。その代
わり、インベントリソーシングシステム４２は、どのような種類の情報システムおよびど
のような種類のシステムリソースと組合せても用いることができる。
【００４７】
　ここでは、金融情報システムとの関連で、ミラーリソースデータベース５０は、次の説
明においては、「ミラーアセットデータベース」と呼ぶことにする。ミラーアセットデー
タベースは、図２のミラーリソースデータベース５０と構造的に同じであり、またこのた
め、図２のミラーリソースデータベース５０は、次の説明において、「ミラーアセットデ
ータベース」と交換可能に参照される。
【００４８】
　ミラーアセットデータベース５０内で、ユーザのために保持されているアセットレコー
ドの細分化は、フィルタリング行動と似ており、この場合、一つ以上のユーザが定義した
アセット特性（本願明細書において、「適格な資産」とも呼ばれる）を満たす資産は、少
なくとも一つのユーザの総資産のサブセットに分けられる。例えば、適格な資産は、ユー
ザが後の電子担保化取引における利用のために利用可能にする意思がある資産のサブセッ
トに関連していてもよく、この場合、ユーザが定義したアセット特性は、後のレポ取引に
おいて担保としての利用を可能にするために適格資産が満たさなければならない最低限の
特性を定義する。適格な資産は、ユーザが、後のレポ取引における利用のために使用可能
にする用意ができているユーザの利用可能な総資産の適格なサブセットを定義する。
【００４９】
　ユーザが定義したアセット特性は、インベントリソーシングシステム４２へ転送されて
、そこで処理される。受信したアセット特性は、資産の適格なサブセットを定義して生成
するのに用いられる。例えば、このようなレポ取引においては、担保としての使用のため
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の資産を識別して選択するために、三者間の担保化検索エンジン６４が、資産の適格なサ
ブセットを問い合わせる。この種の予めフィルタリングされた利用可能な資産のサブセッ
トに対して的を絞った検索は、レポ取引における担保としての利用のための資産を検索す
るより効率的な方法である。その検索は、利用可能なユーザの総資産のサブセットに関し
て実行されるため、資産はより迅速に識別される。担保化検索エンジン６４の検索を、資
産の適格なサブセットに限定することのさらなる利点は、このことが、検索プロセス、具
体的には、担保として利用する適格な資産を識別して選択するために検索クエリが要求す
る処理オーバヘッドを大幅に単純化するということである。
【００５０】
　好適な実施形態においては、インベントリソーシングシステム４２が、電子担保化シス
テムとともに用いられる場合、担保化検索エンジン６４は、レポ取引の期間を満たすその
資産の検索を、資産の適格なサブセットに限定する。この実施例では、インベントリソー
シングシステムのユーザは、担保提供者（ＣＧ）である。その適格なサブセットは、後の
レポ取引における使用のために利用可能であることをＣＧが既に確認している、予め有効
にフィルタリングされた資産のセットであるため、担保化検索エンジン６４は、ミラーア
セットデータベース５０の適格なサブセットだけを検索して、担保受取者の担保化条件を
満たすそれらの資産を識別することが要求される。したがって、担保化検索エンジン６４
によって検索しなければならないアセットレコードの数は大幅に低減され、および集約検
索クエリを生成する必要はなく、すなわち、担保化検索エンジン６４は、単にミラーアセ
ットデータベース５０内のＣＧのアカウント内に含まれている適格な資産のサブセットを
検索して、ＣＧの条件を満たす資産を識別することができる。その結果、担保化検索結果
は、著しく迅速に返され、処理オーバヘッドは、既存の従来技術による解決策よりも少な
くて済む。
【００５１】
　例えば、背景のセクションに記載されている前述の実施例について考察し、およびＣＧ
は、次の特性、すなわち、
・資産の種類：株式
・最低信用格付け（Ｓ＆Ｐ社／フィッチ社の格付け）：ＣＣＣ
・最高信用格付け（Ｓ＆Ｐ社／フィッチ社の格付け）：ＡＡ
を有するような利用可能な資産の適格なサブセットに含まれるのに適格とされる資産によ
って満たされるように、アセット特性を定義していると仮定する。
【００５２】
　適格なサブセットは、上記の特性を有する資産を独占的に含んでいる。後の三者間のレ
ポ取引では、ＣＲは、担保としての利用のために、ＣＧの資産が満たさなければならない
以下のアセット特性、すなわち、
・資産の種類：債券、株式
・最低信用格付け（Ｓ＆Ｐ社／フィッチ社の格付け）：Ａ＋
・最高信用格付け（Ｓ＆Ｐ社／フィッチ社の格付け）：最高なし
を定義することによって、それらの担保化条件を定義する。
【００５３】
　担保として利用する資産を識別するために、担保化検索エンジン６４は、ＣＲが提示し
た担保化条件から生成される検索クエリを生成する。そして、担保化検索エンジン６４は
、ミラーアセットデータベース５０の資産の適格なサブセットにその検索クエリを適用し
て、ＣＲの担保化条件を満たす資産を識別する。
【００５４】
　いくつかの実施形態においては、生成された検索クエリをさらに単純化することができ
る。これは、よりシンプルな検索クエリを生成するために、担保化検索エンジン６４が、
適格なサブセットに保持されているアセットの特性を定義するユーザが定義したアセット
特性と、ＣＲの担保化条件とを予め検索比較することによって実現される。この場合、検
索クエリは、Ａ＋という信用格付けを有する資産の適格なサブセットを問い合わせること
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によって単純化することができる。これは、ＣＲの担保化条件を用いて、適格な資産のサ
ブセットを定義するアセット特性を論理的に分析し、冗長性を取り除いて単純化した検索
クエリを生成することによって実現される。この特定の場合において、「資産の種類」は
、冗長検索基準である。ＣＲは、債券および／または株式を担保として受け入れる意思が
あるが、適格な資産のサブセットは、株式のみに既に限定されている。そのため、適格な
資産のサブセットのどのような検索も、検索結果として常に株式を返答してくるため、こ
の基準を、担保化検索エンジン６４によって生成された検索クエリに組み込むこと、およ
びこの条件を、適格なサブセットにおける各アセットの特性と比較することは不要である
。担保化検索エンジンの検索クエリに組み込まれるのに必要な唯一の検索基準は、最低信
用格付けである。適格な資産のサブセットは、ＣＣＣからＡＡまでの信用格付けを有する
資産を含むため、その検索クエリが、ＣＲの担保化条件により要求される最低限でＡ＋を
有する資産に限定されていない限り、ＣＲの担保化条件を満たさない結果が戻ってくる可
能性がある。
【００５５】
　さらなる実施形態において、および必要な場合、ＣＧは、適格な資産サブセットを生成
して維持する場合には直接的には考慮されない、レポ取引に影響を与える追加的なパラメ
ータを指定してもよい。例えば、ＣＧは、レポ取引における利用のために担保化検索エン
ジン６４によって選択される資産の最小限の必要な多様性を定義する多様化パラメータを
定義したいと思う可能性がある。換言すれば、多様化パラメータは、担保のために選択さ
れた資産に必要な最小限の多様性を定義する。例えば、ＣＧは、最低三種類の異なる資産
を、担保での利用のために選択しなければならない。その場合、担保化検索エンジン６４
は、レポ取引における担保としての利用のために、少なくとも三つの異なる資産を確実に
選択することになる。また同様に、ＣＧは、担保としての利用のために選択してもよい任
意の一つの資産の最少および／または最大の価値を定義してもよい。例えば、ＣＧは、担
保として利用する任意の一つの資産の最大価値を５０万ドルに制限してもよく、この場合
、担保化検索エンジンは、任意の一つの資産の価値が、その最大許容価値を超えないこと
を保証することになる。特定のレポ取引だけに関係し、および他には資産の適格なサブセ
ットを構成するのには用いられず、その詳細がミラーアセットデータベース５０に保持さ
れている、ＣＧによって定義されている担保化パラメータは、それらのパラメータを、資
産の適格なサブセットの適格なアセットの特性を定義するのに用いられる適格パラメータ
と区別するために、ＣＧ担保化パラメータとも呼ばれる。ＣＧ担保化パラメータは、直接
ＣＧによって担保化検索エンジン６４に提供することができ、または別法として、ミラー
アセットデータベース５０内に保持してもよくおよび適格な資産のサブセットを問い合わ
せたときに、担保化検索エンジン６４によって取得される。このような実施形態では、Ｃ
Ｇ担保化パラメータは、担保化検索エンジン６４によって生成された担保化検索クエリに
含まれている。
【００５６】
　インベントリソーシングシステム４２に戻ると、ミラーアセットデータベースが、ユー
ザの資産の正確で最新の状態の画像を確実に備えるために、アセットステータス更新情報
が、関連する資産保管場所４４、４６から定期的にインベントリソーシングシステム４２
へ転送される。いくつかの実施形態では、ステータス更新情報は、資産の状態が変化した
場合は常に、関連する資産保管場所４４、４６から転送される。このことは、ミラーアセ
ットデータベース５０をリアルタイムで更新することを可能にし、およびミラーアセット
データベース５０が、ユーザの資産のすべてのステータスの正確で最新の状態の画像を備
えることを確実にする。
【００５７】
　また、資産の適格なサブセットは、そのサブセットの正確性を確実にするために定期的
に更新される。いくつかの実施形態において、このことは、ミラーアセットデータベース
５０に定期的に問い合わせて、適格なサブセットを定義するアセット特性を満たす資産を
識別することを含む。代替的な実施形態においては、よりターゲットを絞ったアプローチ
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が適用され、この場合、そのステータスが所定期間内に変化した資産だけに対してクエリ
が実行される。例えば、アセットステータス更新情報が受信され、それに応じて対応する
ミラーアセットデータベースエントリが更新されると、更新されたアセットが依然として
、適格なサブセットに含まれるためのアセット特性を満たしているか否かを判断するため
に、更新された資産状態に関するさらなるクエリが実行される。このようにして、クエリ
は、そのステータスが変化した資産だけに関して実行される。このことは、処理資産のよ
り有効な利用をもたらし、および資産の適格なサブセットを最新の状態に維持するのに必
要な時間を減らす。アセットステータスが変化して、もはや適格なサブセットを含むため
のアセット特性を満たさない場合には、受信したアセットステータス更新メッセージが処
理されるとすぐに、そのアセットステータスはそのサブセットから除去される。このよう
にして、適格なサブセットの内容は、受信したアセットステータス更新情報に基づいて動
的に変化され、すなわち、資産の適格なサブセットの内容は、アセットステータスが変化
するにつれて、時間とともに変わる可能性がある。
【００５８】
　次に、インベントリソーシングシステム４２の具体的な詳細を図３～図７を参照して説
明する。
【００５９】
　図３ａは、インベントリソーシングシステム４２に含まれているモジュール構成要素の
より詳細な概略図である。インベントリソーシングシステム４２は、通信モジュール６６
と、制御部６８と、インベントリマネージャモジュール７０と、ポジションマネージャモ
ジュール７２とを備えている。上述したモジュール６６、６８、７０、７２のうちのいず
れか一つの機能を、独立した専用のハードウェアによって実行してもよいこと、およびハ
ードウェアから成る単一のピース内に構成してもよいことを認識すべきである。そのシス
テムは、プロセッサを含む汎用処理ハードウェア上で動作するソフトウェア命令に実装し
てもよい。本発明の目的のために、機能モジュールが同じハードウェア上で、または汎用
処理ハードウェア上のソフトウェアで実行される場合、それらの機能モジュールが専用の
独立したハードウェア上で実行されるか否かは関係ない。
【００６０】
　通信モジュール６６は、インベントリソーシングシステム４２と、共有通信ネットワー
ク６０との間の通信インタフェースとして構成される。通信モジュール６６は、データメ
ッセージ、具体的には、異なる資産保管場所４４、４６から受信したアセットステータス
データメッセージのフォーマットを標準化するように構成される。アセットステータスデ
ータメッセージは、通信モジュール６６によって受信されて処理され、およびそれらの所
要のフォーマットは、ポジションマネージャモジュール７２による処理を最適化するため
に修正される。
【００６１】
　制御部６８は、プロセッサ上に実装され、およびポジションマネージャモジュール７２
およびインベントリマネージャモジュール７０の動作を制御するように構成されている。
ポジションマネージャモジュール７２は、ミラーアセットデータベース５０の内容を維持
するように構成されている。アセットステータスデータメッセージが通信モジュール６６
によって受信され、それらのフォーマットは、ポジションマネージャモジュール７２の条
件に従って標準化される。フォーマット化されたステータスメッセージは制御部６８へ転
送され、そこで、次にポジションマネージャモジュール７２へ渡される。ポジションマネ
ージャモジュール７２は、フォーマット化されたアセットステータスデータメッセージを
処理して、フォーマット化されたアセットステータスデータメッセージから復元した最新
の状態のアセットステータス情報を用いて、ミラーアセットデータベース５０を更新する
。いくつかの実施形態において、ミラーアセットデータベース５０は、登録した各ユーザ
の電子バランスシート７６または電子貸借対照表を備えている。電子バランスシート７６
または電子貸借対照表には、場合によっては、ユーザの資産、負債および自己資本が記載
されている。特定の資産に関連する価値が変化すると、関連する資産保管場所４４、４６
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は、更新済みのアセットステータスデータメッセージをインベントリソーシングシステム
４２へ送信し、そこで、通信モジュール６６によって必要な何らかのメッセージの再フォ
ーマット化が行われ、それは処理のためにポジションマネージャモジュール７２へ転送さ
れる。そして、ポジションマネージャモジュール７２は、必要な何らかのデータベース更
新命令を生成して、関連するユーザのためにミラーアセットデータベース５０に維持され
ている電子バランスシート７６または電子貸借対照表を更新する。いずれは、電子バラン
スシート７６という用語も、電子貸借対照表と呼ばれる可能性があることを認識すべきで
ある。また、いくつかの実施形態では、電子バランスシート７６が、ユーザの資産に関連
する情報のみを含んでいてもよいことも認識すべきである。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、アセットステータスデータメッセージは、決済命令に関
連していてもよい。例えば、関連する資産保管場所４４、４６が、関連する証券決済会社
に対して決済命令を出した場合、その決済命令のコピーもインベントリソーシングシステ
ム４２へ転送される。ポジションマネージャモジュール７２は、その決済命令のコピーの
受取時に、ミラーアセットデータベース５０内に保持されている関連するユーザの電子バ
ランスシート７６を更新して、その証券取引を報告する。このようにして、ユーザの電子
バランスシート７６は、最新の資産状態でリアルタイムで最新の状態に保たれる。
【００６３】
　インベントリマネージャモジュール７０は、ユーザが定義したアセット特性を満たして
いるユーザの利用可能な資産の適格なサブセットを識別するように構成され、そのサブセ
ットは、後のレポ取引において、担保化検索エンジン６４によって問い合わせされる。こ
のことは、まず、ユーザが定義したアセット特性を満たしているすべての資産を識別する
ことによって実現される。識別された資産を含む、ユーザの資産の適格なサブセットが生
成される。その後、ユーザの電子バランスシート７６が見直されて、選択された資産のど
れが、ユーザの現在の負債を担保化するのに必要であるかが判断される。候補リストに載
っている資産が、その負債を担保化するのに必要であると判断された場合には、それらの
資産は、その候補リストから除去される。候補リストに残っている資産は、ユーザが予め
定義したアセット特性を満たしている利用可能な資産の適格なサブセットを定義し、後の
レポ取引における利用のために利用可能になっている。ユーザは、現在の負債を証券化す
るのに必要なサブセットから資産を除外するための基準を定義してもよい。例えば、それ
らの基準は、最初のユーザ登録プロセス時に設けてもよく、それによって、ユーザは、イ
ンベントリソーシングシステム４２に登録する。
【００６４】
　インベントリマネージャモジュール７０は、利用可能な資産の適格なサブセットを定期
的に見直し、およびそのサブセットを所要の頻度で更新するように構成されている。いく
つかの実施形態において、インベントリマネージャモジュール７０は、ユーザが定義した
アセット特性を満たしている利用可能な資産を識別するために、常にミラーアセットデー
タベース５０に問い合わせるように構成されている。例えば、インベントリマネージャモ
ジュール７０は、一日の終わりに証券市場が閉じた後に、ミラーアセットデータベース５
０に問い合わせるように構成してもよい。別法として、インベントリマネージャモジュー
ル７０は、一日に数回、例えば、一時間ごとにミラーアセットデータベース５０に問い合
わせるように構成してもよい。
【００６５】
　図３ｂは、複数の異なるユーザの電子バランスシート７６を備えるミラーアセットデー
タベース５０の概略図である。各電子バランスシート７６は、具体的なユーザの資産７７
に関するレコードを含んでいる。境界線７９の右側に含まれている資産は、適格な資産の
サブセットを定義する。左側の資産は、ユーザが定義した適格なアセット特性を満たして
いない。資産の状態が時間とともに変化すると、新たなおよび／または現在の資産がその
サブセットに含まれることが適格となるように境界線７９はシフトすることになり、およ
び／または以前の適格な資産はもはや、ユーザが定義したアセット特性を満たしていない
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。この点に関して、インベントリマネージャモジュール７０の役割は、適格な資産のサブ
セットに含まれている資産が、ユーザが定義したアセット特性を確実に満たすように、資
産状態の変化に応じて、境界線を動的に変化させることである。
【００６６】
　図３ａの説明に戻ると、さらに別の実施形態において、インベントリマネージャモジュ
ール７０は、適格な資産サブセットの目標とする更新を実行するように構成してもよい。
このような実施形態では、および前述したように、インベントリマネージャモジュール７
０は、その状態が所定期間内に変化した資産に関してだけクエリを実行する。例えば、イ
ンベントリマネージャモジュール７０は、その状態が２４時間以内に、または、一時間以
内に変化した資産のみを考慮するように構成してもよい。影響を受けた資産は、ポジショ
ンマネージャモジュール７２によって処理された受信したアセットステータス更新データ
メッセージに基づいて識別可能である。提供を受けた資産は、単純に、受信したアセット
ステータス更新データメッセージを見直すことによって識別することができる。一旦影響
を受けた資産が識別されると、インベントリマネージャモジュール７０は、そのクエリを
影響を受けた資産に制限する。このことは、クエリプロセスを大幅に容易にし、すなわち
、ユーザの利用可能なすべての資産に対してクエリを実行するのではなく、その状態が、
例えば２４時間以内に変化した資産のみが問い合わせされる。このようにして、更新され
た状態がもはや所定のパラメータ条件を満たさない場合には、適格な資産の候補リスト内
にそれまで含まれていた資産は取り除かれる。同様に、所定のアセットパラメータとの不
適合により、適格な資産の候補リストから既に省かれていた資産は、それらの更新された
状態が、所定のパラメータ条件を満たす場合には、後に適格としてもよい。明らかに、状
態が変化していない資産は、以前に判断されたように、適格なサブセット内に依然として
とどまっているか、またはサブセットから外されたままになる。したがって、それらの変
化のない資産に対するチェックを省くことができる。
【００６７】
　さらに別の実施形態において、インベントリマネージャモジュール７０は、アセットス
テータスメッセージがインベントリソーシングシステム４２によって受信された場合には
常にクエリを実行するように構成してもよい。そのような実施形態において、インベント
リマネージャモジュール７０は、一旦ポジションマネージャモジュール７２が、更新済み
の資産情報を用いて、関連するユーザの電子バランスシート７６を更新すると、クエリを
実行する。このようにして、有利には、所定のアセットパラメータを満たす利用可能な資
産のサブセットは、わずかに高い処理オーバヘッドではあるが、リアルタイムで更新され
る。
【００６８】
　図４は、図３の通信モジュール６６内に含まれているモジュール構成要素の概略図であ
る。通信モジュール６６は、一つ以上の資産保管場所４４、４６からデータ通信を受信す
るように構成された入力モジュール７８を備えている。いくつかの実施形態において、デ
ータ通信は、電子バランスシートデータおよびアセットステータス更新データメッセージ
に関係している。入力モジュール７８において受信されたデータメッセージは、受信のシ
ーケンスを遡及的に判断できるようにタイムスタンプが記録され、後に調和モジュール８
０へ転送される。調和モジュール８０は、受信したデータメッセージを標準化するように
構成されている。例えば調和モジュール８０は、受信したデータメッセージのフォーマッ
トを判断して、そのメッセージを、ＳＷＩＦＴ（国際銀行間通信協会）（商標）およびＩ
ＳＯ１５０２２のデータフォーマット規格に確実に準拠するように再フォーマット化する
ように構成されている。通信モジュール６６によって受信されたメッセージは、先着順で
処理される。換言すれば、受信したデータメッセージは、受信した順に処理される。
【００６９】
　調和モジュール８２は、調和モジュール８０による処理のために、受信したデータメッ
セージを一時的に格納するように構成された記憶バッファ８２を備えていてもよい。受信
したメッセージは、調和モジュール８０が、それまでに受信したメッセージの再フォーマ
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ット化で塞がっている場合に、バッファ８２に格納される。
【００７０】
　一旦メッセージが調和モジュール８０によって処理されると、およびポジションマネー
ジャモジュール７２およびインベントリマネージャモジュール７０による後の処理のため
の所要のフォーマットになると、それらのメッセージは、後の制御部６８への転送のため
に、第二のメッセージバッファ８４へ転送される。通信モジュール６６に含まれている機
能的構成要素は、例示目的のために設けられており、および非限定的であり、また、機能
モジュールのうちのいずれか一つは、独立したハードウェア内に実装してもよく、または
、それらの機能モジュールは、同じハードウェア装置内に実装してもよいことを認識すべ
きである。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、通信モジュール６６は、他のインベントリソーシングシ
ステムのモジュールとは独立して専用ハードウェアに実装される。このようにして、他の
インベントリソーシングシステムのモジュールが、電源遮断またはその他の動作障害に陥
った場合でも、通信モジュール６６は、依然としてデータメッセージを受信して、それら
を処理するように作動可能である。このような実施形態において、第二のメッセージバッ
ファ８４は、それらのデータメッセージが、当初、入力モジュール７８によって受信され
て、調和モジュール８０によって処理された順で、再フォーマット化された、受信したデ
ータメッセージを格納するように構成されている。バファリングされ、再フォーマット化
されたデータメッセージは、後に、それが再び作動可能になった場合に、第二のメッセー
ジバッファ８４から制御モジュール６８へ転送される。
【００７２】
　図５は、本発明の実施形態によるポジションマネージャモジュール７２のより詳細な概
略図である。ポジションマネージャモジュール７２は、フレキシブルなプロセッサアーキ
テクチャを備えている。例えば、その動作がポジションマネージャ制御部８８によって制
御される複数のプロセッサ８６が並列に配置されている。アセットステータスメッセージ
は、通信モジュール６６から制御部６８を介してポジションマネージャ制御部８８で受信
される。ポジションマネージャ制御部８８は、再フォーマット化されたアセットステータ
スデータメッセージを処理するための所要の処理リソースを制御して配分するように構成
されている。具体的には、ポジションマネージャ制御部８８は、複数のプロセッサ８６の
うちのどれが、受信して再フォーマット化されたステータスメッセージを処理するのに利
用可能であるかを判断し、その再フォーマット化されたステータスメッセージを、次の判
断された利用可能なプロセッサ８６へ転送する。複数のプロセッサ８６のそれぞれは、受
信して再フォーマット化されたアセットステータスデータメッセージを処理するように、
および最新のアセットステータス情報によって影響を受けたユーザの電子バランスシート
７６を更新するために、ミラーアセットデータベース７４上での実行のためのデータベー
ス更新命令を生成するように構成されている。並列プロセッサアーキテクチャは、ポジシ
ョンマネージャモジュール７２に、再フォーマット化されたステータスメッセージの量お
よび処理要求に応じて処理能力を変える能力を与えている。ポジションマネージャ制御部
８８は、受信して再フォーマット化されたステータスメッセージを処理するのに必要なプ
ロセッサ８６の数を判断するように構成されている。例えば、これは、ステータスメッセ
ージが受信される速度が、複数のプロセッサが、そのプロセッサの出力から判断されたよ
うな、それらのメッセージを処理することができる速度よりも速いか否かを計算すること
によって判断することができる。ステータスメッセージが受信される速度が、プロセッサ
がミラーアセットデータベース５０または電子バランスシート７６更新命令を出力する速
度よりも速い場合には、このことは、プロセッサ８６において障害が生じており、追加的
な処理リソースが必要であることを示している。ポジションマネージャモジュール８８は
、障害が発生しているか否かを判断し、この判断の結果により、メッセージが受信される
速度が、複数のプロセッサ８６がミラーアセットデータベース７４による実行のための命
令を生成して出力する速度以下になるまで、追加的なプロセッサを使用可能にするように
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構成されている。また、ポジションマネージャ制御部８８は、付随するタイムスタンプに
基づいて、アセットステータスデータメッセージが受信された順で、受信されたアセット
ステータスデータメッセージを複数のプロセッサ８６へ転送するように構成されている。
換言すれば、ポジションマネージャ制御部８８によってステータスメッセージに付随する
タイムスタンプから判断された、最初に受信したステータスメッセージは、後に受信した
ステータスメッセージの前に処理するために、利用可能なプロセッサへ転送される。受信
したアセットステータスメッセージの量に基づいて、実行中のプロセッサ８６の数を変え
る（スイッチングオンまたはオフする）ことにより、ポジションマネージャ制御部８８は
、データトラフィック障害が生じないことを確実にすること、および受信したステータス
メッセージが確実にリアルタイムで処理されることを可能にする。
【００７３】
　生成されたデータベース更新命令は、関連するアセットステータスデータメッセージの
タイムスタンプ情報も含む。生成されたデータベース更新命令は、タイムスタンプ情報と
ともに、プロセッサ８６から命令キューバッファ９０へ転送され、そこで、それらの命令
は、付随するタイムスタンプに基づく順に待ち行列に入れられる。データベース更新命令
は、その後、命令キューバッファ９０から制御部６８を介してミラーアセットデータベー
ス５０へ転送される。ミラーアセットデータベース７４での受信時に、それらの命令が処
理され、最新の資産状態を反映するように、関連する電子ユーザバランスシート７６が更
新される。代替的な実施形態においては、データベース更新命令は、まず、それらの命令
を制御部６８を介して転送することなく、直接、ミラーアセットデータベース５０に転送
してもよい。
【００７４】
　図６は、本発明の実施形態によるインベントリマネージャモジュール７０の機能的構成
要素の概略図である。インベントリマネージャモジュール７０は、インベントリマネージ
ャ制御部９２と、利用可能な資産命令ジェネレータ９４と、優先データベース９６とを備
えている。インベントリマネージャ制御部９２は、インベントリソーシングシステムの制
御部６８とやり取りするように構成されている。利用可能な資産命令ジェネレータ９４は
、どの資産が、レポ取引等の後の行動における利用のために利用可能であるかを判断し、
各ユーザに対して利用可能な資産の適格なサブセットを定義するために、ミラーアセット
データベース５０による実行のための命令を生成する。優先データベース９６は、利用可
能な資産の適格なサブセットに含まれるためにどの資産が適格であるかを決める、ユーザ
が定義したアセット特性を含んでいる。さらに、優先データベース９６は、関連するユー
ザの電子バランスシート７６に含まれているどの資産が、利用可能な資産の適格なサブセ
ットに含まれるのに適格であるかを判断するために、利用可能な資産命令ジェネレータ９
４によって利用される。
【００７５】
　前述したように、ユーザ優先度は、以下でさらに詳細に説明する最初の登録プロセス時
に、ユーザによって決められる。また、優先データベース９６は、どのくらいの頻度で、
利用可能な資産命令ジェネレータ９４が、利用可能な資産のサブセットを生成し、および
更新するかを決めてもよい。これは、最初の登録プロセス時に、ユーザが決めてもよい。
例えば、および前述したように、いくつかの実施形態において、利用可能な資産の適格な
サブセットは、毎日市場が閉じたときに維持してもよく、または別法として、通信モジュ
ール６６によってアセットステータスメッセージが受信されたときに常に維持してもよい
。また、優先データベースに含まれている優先度は、利用可能な資産を判断するための他
のルールを定義してもよく、そのルールについては、以下でさらに詳細に説明する。一旦
利用可能な資産命令ジェネレータ９４が、利用可能な資産を識別すると、命令メッセージ
が生成されて、インベントリソーシングシステムの制御部６８を介してミラーアセットデ
ータベース５０に転送される。その命令メッセージは、その後、ミラーアセットデータベ
ース５０によって実行され、関連するユーザの電子バランスシート７６が、利用可能な資
産の現時点の適格なサブセットを強調するように更新される。
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【００７６】
　次に、登録プロセス１００の実施例を、図７を参照して説明する。図７は、最初の登録
プロセス１００に伴う異なるステップの要点を説明するプロセスフローチャートである。
また、図７のプロセスチャートを、図２の概略的なシステム図を参照して説明する。
【００７７】
　いくつかの実施形態において、資産保管場所４４、４６のユーザ自身が、インベントリ
ソーシングシステム４２の機能を利用する前に、関連する資産保管場所４４、４６がイン
ベントリソーシングシステム４２に登録される。この後、個々のユーザがインベントリソ
ーシングシステム４２に登録する。資産保管場所の登録は、関連する資産保管場所４４、
４６が、サービスの要求をインベントリソーシングシステム４２に転送することによって
開始される。そのサービスの要求は、ステップ１０１において、インベントリソーシング
システム４２によって受信される。そのサービスの要求は、通信モジュール６６によって
、具体的には、入力モジュール７８によって受信される。そのサービスの要求は、アセッ
トステータスメッセージに関係していない場合、およびミラーアセットデータベース５０
に含まれている現在のアカウント、または、現在のユーザの電子バランスシート７６等の
、現在のミラーアセットデータベースユーザアカウントに関連する資産保管場所アカウン
ト番号に関連していない場合には、調和モジュール８０およびメッセージバッファ８４を
迂回して制御部６８へ転送される。この点に関して、いくつかの実施形態では、アセット
ステータスメッセージは、ユーザのミラーアセットデータベースアカウント番号等のミラ
ーアセットデータベース識別子を含み、そのことは、ポジションマネージャモジュール７
２が、関連するユーザのミラーアセットデータベースアカウント、より具体的には、関連
するユーザの電子バランスシート７６を識別することを可能にする。別法として、関連す
るユーザの電子バランスシート７６は、ユーザの資産保管場所アカウント、例えば、ユー
ザの銀行の口座番号に基づいて識別してもよい。このような実施形態では、ユーザの電子
バランスシート７６は、関連する資産保管場所アカウントと関連付けられている。
【００７８】
　制御部８８は、受信したサービスの要求を処理し、ステップ１０２において、そのサー
ビスの要求を送信した資産保管場所４４が、既にインベントリソーシングシステム４２に
登録しているか否かを問い合わせる。資産保管場所４４が、既にインベントリソーシング
システム４２に登録している場合には、上記方法は、ステップ１０５において、ユーザア
カウント生成に進む。そうでない場合、ステップ１０２において、資産保管場所４４が、
インベントリソーシングシステム４２にまだ登録していないと判断された場合には、イン
ベントリソーシングシステム４２は、ステップ１０３において、所要のデータのリストに
対する要求とともに、グローバル構成パラメータの要求を関連する資産保管場所４４、４
６に送信する。グローバル構成パラメータは、インベントリソーシングシステム４２と、
関連する資産保管場所４４、４６との間の相互関係をカスタマイズするパラメータに関連
している。グローバルカスタマイゼーションパラメータは、対象の資産保管場所４４、４
６に関するアカウントを有するすべてのユーザに影響を与える。例えば、資産保管場所４
４が、インベントリソーシングシステム４２との有効なやり取りを可能にするために守ら
なければならない具体的なメッセージフォーマット化条件を有している場合には、そのよ
うなデータフォーマット化条件の詳細は、グローバルカスタマイゼーションパラメータ内
で定義することができる。
【００７９】
　ステップ１０３において、資産保管場所４４にも送信される、所要データのリストに対
する要求は、インベントリソーシングシステム４２が必要とする最低限のデータを定義す
る。例えば、いくつかの実施形態において、ユーザアカウント番号は、それなしではイン
ベントリソーシングシステム４２が所要のサービスを提供することができない本質的なデ
ータ条件に関連している。さらに、インベントリソーシングシステム４２が必要とする資
産情報の種類も、その所要データのリストに記載されている。所要データのリストは、必
要な機能を提供するためにインベントリソーシングシステム４２が必要とする最低限のデ
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ータを定義する。このことは、ポジションマネージャモジュール７２が、特定のユーザの
資産のミラーイメージ（例えば、ユーザの電子バランスシート７６）を確立することを可
能にするのに必要な最低限の所要資産および／または資産保管場所アカウント情報、およ
び利用可能な資産のサブセットに含まれるためにどの資産を適格とするかを判断するため
に、インベントリマネージャモジュール７０が必要とする最小限の資産情報量を記載する
ことを含む。最低限の所要データの具体的な詳細は、異なる実施形態間で変わるであろう
。
【００８０】
　いくつかの実施形態において、資産保管場所登録プロセスは、関連するグローバルカス
タマイゼーションパラメータを電子フォームから選択することを含むことができる。その
電子フォームは、関連する資産保管場所４４のコンピュータ端末上への表示によって完了
することができる。このことは、例えば、その将来のインベントリソーシングシステム４
２との相互関係において、関連する資産保管場所により適用可能であるかおよび／または
所望されるグローバルカスタマイゼーションパラメータを選択することを含む。
【００８１】
　いくつかの実施形態において、カスタマイゼーションパラメータは、資産保管場所４４
からインベントリソーシングシステム４２へ転送されることになるデータメッセージの範
囲や内容を定義してもよい。例えば、これは、インベントリソーシングシステム４２へ転
送される特定の資産保管場所４４によって採用されたＳＷＩＦＴメッセージのタイプに関
連していてもよい。同様に、資産保管場所４４、４６が、資産決済ライフサイクル内で特
定の種類のカスタムプロセスを実施する場合には、それらのプロセスの詳細をインベント
リソーシングシステム４２に伝えてもよい。カスタム資産ライフサイクルプロセスに関す
る情報は、特定の状況下では有利である可能性がある。例えば、この情報は、インベント
リソーシングシステム４２が資産の状態を判断することを可能にするのに用いることもで
きる。この情報は、特に、アセットステータス更新メッセージが日付順に受信されない場
合に有利である。具体的には、資産決済ライフサイクルに関する情報は、インベントリソ
ーシングシステム４２が、更新メッセージが関連しているのが決済ライフサイクルプロセ
スのどの部分であるかを判断し、それによって、受信したメッセージを処理する必要があ
る正しい日付順を推測するために用いることができる。
【００８２】
　いくつかの実施形態において、グローバルカスタマイゼーションパラメータは、利用ル
ールも定義する。例えば、一部決済命令はどのように処理されるかである。いくつかの実
施形態において、インベントリソーシングシステム４２は、全体の決済価額が後の決済の
ために確実に確保されるように命令することができる。
【００８３】
　いくつかの実施形態において、グローバルカスタマイゼーションパラメータは、資産を
支払いのみに、または支払いなしにシフトすべきか否かも定義する。例えば、ポジション
マネージャモジュール７２が、特定のユーザの資産が別の第三者に譲渡される予定である
ことを示すデータメッセージを受信した場合、カスタマイゼーションパラメータは、影響
を受けた資産を留保としてマークして、それに伴って、その第三者からの取引確認メッセ
ージの受信時に利用不可能にすべきか否かを、または、その取引確認が、影響を受けた資
産が利用不可能とマークされる前に、関連する資金がその第三者によって既に取引のため
に保留されているという確認を含んでいるか否かを定義してもよい。
【００８４】
　いくつかの実施形態において、グローバルカスタマイゼーションパラメータは、ポジシ
ョンマネージャモジュール７２がユーザの資産の状態を判断するように構成される最低限
の頻度も定義する。例えば、グローバルカスタマイゼーションパラメータは、資産保管場
所４４、４６からのアセットステータスメッセージの受信に対応して、ポジションマネー
ジャモジュール７２が一日に二度もしくは連続して、資産状態の見直しを実行する予定で
あることを示してもよい。いずれかのユーザが定義したカスタマイゼーションが、関連す
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る資産保管場所４４、４６によって選択されたグローバルカスタマイゼーションパラメー
タに適合しているのであれば、作動して資産の利用可能性を判断するようにポジションマ
ネージャモジュール７２が構成される具体的な頻度は、各ユーザによってさらにカスタマ
イズ可能である。この点に関して、グローバルカスタマイゼーションパラメータは、さら
なるユーザカスタマイゼーションがその範囲内で許容可能である制限を定める。
【００８５】
　同様に、いくつかの実施形態において、グローバルカスタマイゼーションパラメータは
、適格な資産を判断して識別し、および利用可能な資産の適格なサブセットを維持するよ
うにインベントリマネージャモジュール７０が構成される最低限の頻度も定義する。作動
するようにインベントリマネージャモジュール７０が構成される具体的な頻度は、各ユー
ザによってさらにカスタマイズしてもよい。
【００８６】
　いくつかの実施形態において、グローバルカスタマイゼーションパラメータは、計算ル
ールも定義し、その計算ルールは、資産状態を時間的にどれくらいで判断すべきかを定義
する。例えば、グローバルカスタマイゼーションパラメータは、時間的にどれくらい先に
、ポジションマネージャモジュール７２および／またはインベントリマネージャモジュー
ル７０が資産状態／利用可能性を判断すべきかを定義してもよい。資産が二日で売られる
ように予定され、およびグローバルカスタマイゼーションパラメータが、資産状態は今後
二日までに判断すべきであると示している場合には、ポジションマネージャモジュール７
２は、その資産はもはやユーザにとって利用可能ではないことを示すために、ミラーアセ
ットデータベース５０、具体的には、関連するユーザの電子バランスシート７６を更新す
ることになる。同様に、ユーザが新たな資産を取得し、決済が二日で完了するように予定
されている場合、ポジションマネージャモジュール７２は、決済がまだ行われていないに
もかかわらず、その新たに取得した資産に関してユーザの電子バランスシート７６を更新
することになる。そして、インベントリマネージャモジュール７０は、新たに加わった資
産が、後の何らかの取引に対して利用可能であるか否かを判断することになる。このよう
な実施形態では、グローバルカスタマイゼーションパラメータは、影響を受けた資産を、
インベントリソーシングシステム４２のために、ユーザの資産に含まれるまたは含まれな
いとみなすべきか否かを有効に定義する。換言すれば、および選択されたグローバルカス
タマイゼーションパラメータにより、ポジションマネージャモジュール７２は、現在の資
産状態および既知の将来の債務に基づいて、将来の資産の利用可能性を予測するように構
成することができる。また、インベントリマネージャモジュール７０は、予測した将来の
資産の利用可能性ポジションに基づいて、どの資産が、利用可能な資産の適格なサブセッ
トに含めるのに適格であるかを判断することができる。
【００８７】
　いくつかの実施形態において、グローバルカスタマイゼーションパラメータは、資産適
格性基準も定義する。例えば、各資産保管場所４４、４６は、どういう種類の資産が、イ
ンベントリソーシングシステム４２での利用に適しているかを定義することができる。さ
らに、または別法として、各資産保管場所４４、４６は、インベントリソーシングシステ
ム４２での利用に適している資産の特性を定義してもよい。資産適格性基準は、各ユーザ
によってさらにカスタマイズ可能である。この点に関して、資産保管場所が定義した資産
適格性基準は、インベントリソーシングシステム４２によって目録化されたすべての資産
が満たさなければならない閾値条件を定義する。資産適格性基準のさらなるユーザカスタ
マイゼーションがそのために実行される。
【００８８】
　図７を参照すると、ステップ１０４において、資産保管場所４４から受信したグローバ
ル構成パラメータがミラーアセットデータベース５０に格納される。特定の資産保管場所
４４、４６に関連する、後に生成されたすべてのユーザアカウントは、関連する資産保管
場所４４、４６から受信したグローバル構成パラメータに適合していなければならない。
グローバル構成パラメータをミラーアセットデータベース５０に格納することにより、制



(28) JP 2016-528599 A 2016.9.15

10

20

30

40

50

御部６８が、受信したグローバル構成パラメータとの適合を確保することが可能になる。
このことは、資産保管場所登録プロセスを有効に完了し、およびすべての残りのステップ
は、ユーザ登録およびアカウント生成（例えば、電子バランスシートの生成）に関連して
いる。
【００８９】
　ユーザアカウントは、ステップ１０５において生成される。そのアカウントは、ミラー
アセットデータベース５０に格納され、およびそのアカウントが関連付けられている特定
の資産保管場所４４、４６のグローバル構成パラメータに関連付けられる。ユーザアカウ
ントが複数の資産保管場所４４、４６に関連している場合には、そのユーザアカウントは
、登録されたすべての資産保管場所のグローバル構成パラメータと関連付けられる。
【００９０】
　ユーザアカウントは、ステップ１０６において、そのアカウントが関連付けられている
登録されたすべての資産保管場所のグローバル構成パラメータに従って構成される。
【００９１】
　ステップ１０７において、ユーザの構成パラメータに対する要求が出される。ユーザ構
成パラメータは、ユーザが、それまでに提供されたグローバル構成パラメータをさらにカ
スタマイズし、それにより、インベントリソーシングシステム４２によって特定のユーザ
に提供されるサービスをさらに調整することを可能にする。そのようなカスタマイゼーシ
ョンが、それまでに提供されたグローバルカスタマイゼーションパラメータに適合してい
るならば、さらなるユーザカスタマイゼーションが許容可能である。例えば、ユーザは、
残すべき最小限の（ｍｉｎｉｍｕｍ　ｔｏ　ｂｅ　ｌｅｆｔ：ＭＴＢＬ）量を定義するこ
とを含んでもよい資産適格性基準をさらにカスタマイズしてもよい。ＭＴＢＬ量は、常に
ユーザのアカウントに残しておかなければならない資産の最小限の量に関係している。Ｍ
ＴＢＬ量は、いくつかの実施形態において、特定の資産ではなく、資産のカテゴリーに関
連していてもよく、その場合、ＭＴＢＬは、ユーザのアカウントに残しておかなければな
らないすべての資産の最少総計価額を定義する。同様に、ユーザは、ユーザが後の取引へ
の利用のために利用可能にするために用意しているいずれか一つの資産の最大量に関係し
ている、調達すべき最大（ｍａｘｉｍｕｍ　ｔｏ　ｂｅ　ｓｏｕｒｃｅｄ：ＭＴＢＳ）量
を定義してもよい。ＭＴＢＬパラメータおよびＭＴＢＳパラメータはともに、インベント
リマネージャモジュール７０のために関連しており、およびインベントリマネージャモジ
ュール７０がどのように作動するかに影響を与える。インベントリマネージャモジュール
７０の動作に影響を与えるカスタマイゼーションパラメータは、優先データベース９６に
格納される。
【００９２】
　また、ユーザは、インベントリマネージャモジュール７０によって、後の取引のために
資産が利用可能にされる順番を定義する調達順序を定義してもよい。例えば、調達順序は
、資産の種類（例えば、不動産、債券、有価証券）に基づいて、資産が利用可能にされる
順番を定義する。調達順序は、好ましくは、インベントリマネージャモジュール７０内の
優先データベース９６に格納される。調達順序は、資産が、後のレポ取引において、担保
化検索エンジン６４によって利用可能な資産のサブセットから選択される順番を定義する
。
【００９３】
　しかし、この目的のために、さらなるタイプのユーザ構成パラメータが想定されるが、
ユーザカスタマイゼーションパラメータが、インベントリソーシングシステム４２がどの
ように機能するか、および具体的には、ポジションマネージャモジュール７２および／ま
たはインベントリマネージャモジュール７０がどのように機能するかに影響を与える何ら
かのパラメータに関係する可能性があることを認識することで十分である。
【００９４】
　一旦ユーザ構成パラメータが受信されると、ステップ１０８において、インベントリマ
ネージャモジュール７０およびポジションマネージャモジュール７２が、それに応じて構
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成される。
【００９５】
　ポジションマネージャモジュール７２またはインベントリマネージャモジュール７０の
いずれかのさらなる動作は、特定のユーザアカウント（例えば、特定の電子バランスシー
ト７６）に関連するグローバル構成パラメータおよびユーザ構成パラメータによって指示
される。
【００９６】
　ステップ１０９において、ユーザ資産保管場所アカウント情報が、インベントリソーシ
ングシステム４２によって受信される。受信したユーザ資産保管場所アカウント情報は、
後にステップ１１０において、ユーザのミラーアセットデータベースアカウントと、およ
び／またはそこで関連している特定のユーザの電子バランスシート７６と関連付けられる
。一つ以上の資産保管場所アカウントを、各ユーザの電子バランスシート７６と関連付け
てもよい。資産保管場所によって出された決済命令は、ミラーアセットデータベース５０
内に設けられている関連する電子バランスシート７６に容易に関連付けられるため、各電
子バランスシート７６を、少なくとも一つの資産保管場所アカウントに関連付けることは
、ポジションマネージャモジュール７２の機能性を向上させる。このようにして、資産保
管場所４４、４６が、関連するユーザの資産保管場所アカウント番号を含んでいるであろ
う決済命令のコピーを、処理のためにインベントリソーシングシステム４２へ転送したと
きは常に、関連するユーザの電子バランスシート７６が、その決済命令に記載されている
資産保管場所アカウント情報に基づいて、容易に識別されて、ポジションマネージャモジ
ュール７２によって更新される。有利には、これは、一旦関連する資産保管場所４４およ
び関連するユーザが、インベントリソーシングシステム４２に登録すると、資産保管場所
４４は、その現在の手順をさらに変更して、インベントリソーシングシステム４２と効果
的にやり取りする必要はなく、および十分な情報を備えたインベントリソーシングシステ
ム４２が関連するユーザの電子バランスシート７６を確実に識別して、ユーザの資産の最
新の画像を維持する必要もないことを意味する。
【００９７】
　ステップ１１０において、最初の登録処理手順の間、一旦ユーザの資産保管場所アカウ
ント情報がユーザのインベントリソーシングシステムアカウントに関連付けられると、ユ
ーザの資産のミラーイメージを生成することができ、例えば、ユーザの電子バランスシー
ト７６の内容を生成することができる。このことを実現できる一つの方法は、インベント
リソーシングシステム４２が、一つ以上の関連する資産保管場所４４、４６から生じるユ
ーザの現在の電子資産報告書のコピーを要求することである。一つ以上の電子報告書は、
ステップ１１１において受信され、それらの内容がミラーアセットデータベース５０に格
納され、そこで関連する情報が、ユーザの電子バランスシート７６に追加するのに用いら
れる。いずれ、ポジションマネージャ７２は、ユーザの資産状態の最新の正確な現時点で
の反映であることを確実にするために、アセットステータスメッセージの受信時に、電子
バランスシート７６の内容を更新して修正する。
【００９８】
　ステップ１１２において、ユーザのインベントリマネージャ優先度が受信されて、イン
ベントリマネージャ優先データベース９６に格納される。ユーザは、作動可能に接続され
たユーザ端末６２上で、そのインベントリマネージャ優先度を選択することができる。選
択された優先度は、共有通信ネットワーク６０を介してインベントリソーシングシステム
４２へ送信される。格納されたインベントリマネージャ優先度は、インベントリマネージ
ャモジュール７０によって生成された利用可能な資産の適格なサブセットに含まれるため
に適格化するのに資産が満たさなければならない特性を定義する。
【００９９】
　最初の登録プロセス時に、一旦ユーザのインベントリマネージャ優先度が受信されると
、インベントリマネージャモジュール７０は、ステップ１１３において、ユーザが定義し
たインベントリマネージャ優先度を満たす利用可能な資産の最初の適格なサブセットを生
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成するために、任意の試行を実行する。その試行の結果、すなわち、最初に生成されたサ
ブセットは、ユーザ端末６２においてユーザに提示される。ステップ１１４において、そ
の結果が容認可能であるという確認が要求される。その結果が容認可能ではない場合には
、ユーザが、生成された利用可能な資産の適格なサブセットに満足するまで、ステップ１
１２～ステップ１１４が繰り返される。一旦ユーザがその結果が満足のいくものであると
確認すると、ステップ１１５において、ミラーアセットデータベース、具体的にはユーザ
の電子バランスシート７６が、インベントリマネージャモジュール７０のクエリの結果に
よって更新される。換言すれば、ユーザの電子バランスシート７６は、ユーザが与えたイ
ンベントリマネージャ優先度を満たすユーザの資産のサブセットを用いて更新される。
【０１００】
　ここで、ステップ１１６において、登録プロセス１００が完了し、インベントリソーシ
ングシステム４２は、資産状態の動き（例えば、アセットステータス更新）を継続的に監
視するように構成され、およびインベントリマネージャモジュール７０は、利用可能な資
産のサブセットが最新の状態に確実に維持されるように構成される。ステップ１１３およ
びステップ１１４は任意のステップであること、すなわち、いくつかの実施形態では、試
行は行われず、その代わりにインベントリマネージャモジュール７０が受信したインベン
トリマネージャ優先度に直接的に基づいて、利用可能な資産の適格なサブセットを生成す
ることを認識すべきである。
【０１０１】
　一旦ミラーアセットデータベース５０が、ユーザの電子バランスシート７６、およびイ
ンベントリマネージャモジュールの優先度データベース９６に格納されたインベントリマ
ネージャ優先度を用いて構成されると、インベントリソーシングシステム４２は、アセッ
トステータスデータメッセージを受信する準備、および利用可能な資産の適格なサブセッ
トを最新の状態に維持することに加えて、ユーザの電子バランスシート７６を維持して、
それを最新の状態に維持する準備が整うことになる。
【０１０２】
　図８は、ポジションおよびインベントリ更新プロセス１１８のプロセスフローチャート
である。この図面は、インベントリマネージャ４２がどのようにしてミラーアセットデー
タベース７４および利用可能な資産の適格なサブセットの両方を維持し、それらを最新の
状態に維持しているかを示している。ステップ１２０において、アセットステータスメッ
セージが、図２に示す資産保管場所４４等の資産保管場所から通信モジュール６６によっ
て受信される。前述したように、好適な実施形態において、アセットステータスメッセー
ジは、資産決済命令メッセージのコピーに関連していてもよい。例えば、例示のために、
資産、例えば、対応する支払いの送金と引き換えに、第一の資産保管場所４４に関するア
カウントを有する第一のユーザから、第二の資産保管場所４６に関するアカウントを有す
る第二のユーザに譲渡される有価証券のような資産について考察する。支払いの受領時、
第一の資産保管場所４４は、当該有価証券の権利証書を、第二の資産保管場所４６に関す
るアカウントを有する第二のユーザに譲渡するように証券決済会社（図２には図示せず）
に命令する決済命令を生成する。好ましくは、有価証券決済命令に関する二つのコピーが
生成され、第一のコピーは、関連する証券決済会社に転送され、決済命令に関する第二の
コピーは、インベントリソーシングシステム４２に転送される。
【０１０３】
　別法として、決済命令を転送するのではなく、関連する証券決済会社によって生成され
た取引受領書がインベントリソーシングシステム４２に転送される。証券決済会社は、そ
の取引に関する両者に対して取引受領書を生成することになることを認識すべきである。
換言すれば、取引受領書は、第一の資産保管場所４４に対して生成され、それによって、
関連する有価証券の所有権が、第二の資産保管場所４６に関するアカウントを有する第二
のユーザに譲渡されたことを確認する。同様に、受領書は、第二の資産保管場所４６に対
しても生成され、その有価証券の所有権が第二のユーザに移ったことが確認され、および
第二の資産保管場所４６は、譲渡された資産によって更新される。図８のステップ１２０
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において、取引受領書のコピーは、第一または第二の資産保管場所４４、４６により、イ
ンベントリソーシングシステム４２に転送することができる。
【０１０４】
　この目的のためには、上述したオプションのどれが実施されるかは関係なく、両オプシ
ョンとも、インベントリソーシングシステム４２に当該アセットのステータスを提供する
ことを認識することで十分である。ステップ１２０において、アセットステータスメッセ
ージは、通信モジュール６６によって、具体的には、入力モジュール７８によって受信さ
れる。ステータスメッセージは、調和モジュール８０へ転送され、そこでメッセージフォ
ーマットが、ステップ１２１において必要であれば、ポジションマネージャモジュール７
２によってより容易に処理可能であるフォーマットに修正される。一旦メッセージフォー
マットが修正されると、フォーマット化されたメッセージが制御部６８へ転送され、その
制御部は、フォーマット化されたステータスメッセージをポジションマネージャモジュー
ル７２へ、具体的には、ポジションマネージャモジュール８８へ転送する。ポジションマ
ネージャ制御部８８は、フォーマット化されたメッセージを、処理のために次の利用可能
なプロセッサ８６へ転送する。ステップ１２２において、フォーマット化されたメッセー
ジは、ステップ１２３において、ミラーアセットデータベース７４によって処理するため
の更新命令を生成するために、利用可能なプロセッサ８６によって処理される。更新命令
は、制御部６８へ転送される前に、命令キューバッファ９０へ転送される。
【０１０５】
　制御部６８は、その更新命令を実行し、ステップ１２４において、それに応じてミラー
アセットデータベース７４内の関連するユーザのアカウントを更新する。好適な実施形態
においては、ステップ１２４において、関連するユーザの電子バランスシート７６が、そ
の更新命令に従って更新される。
【０１０６】
　並行して、または後で、インベントリマネージャモジュール７０、具体的にはインベン
トリマネージャ制御部９２は、ステップ１２５において、ユーザが与えたインベントリマ
ネージャ優先度を満たす利用可能な資産を判断するために、関連するユーザのミラーアセ
ットデータベースアカウントに、または場合によっては関連するユーザの電子バランスシ
ート７６に問い合わせる。いくつかの実施形態において、インベントリマネージャ制御部
９２は、そのクエリを更新された資産に限定する。換言すれば、インベントリマネージャ
制御部９２は、更新された資産の状態が、ユーザが定義したインベントリマネージャ優先
度に適合しているか否かを判断する。更新された状態が適合している場合、その資産は、
資産の適格なサブセット内に備えられているものとして強調され、それに伴って、ステッ
プ１２６において、その資産サブセットは更新される。そうでない場合、そのサブセット
は修正されない。
【０１０７】
　インベントリマネージャシステム４２は、ステップ１２７において、何らかのさらなる
ステータスメッセージが処理されないままになっているかを問い合わせる。具体的には、
これは、何らかのさらなるステータスメッセージが通信モジュールの第二のメッセージバ
ッファ８４内に存在しているか否かを、または、何らかのさらなるミラーアセットデータ
ベース命令がポジションマネージャの命令キューバッファ９０内に残っているか否かを判
断することを含む。さらなるメッセージが残っている場合には、すべてのメッセージが処
理されるまで、ステップ１２２～ステップ１２７が繰り返され、そうでない場合は、ステ
ップ１２８において、プロセス１１８は終了する。
【０１０８】
　代替的な実施形態においては、ポジションマネージャモジュール７２の可変プロセッサ
アーキテクチャは、ソフトウェアで実装してもよい。例えば、ポジションマネージャモジ
ュール７２は、複数のカーネルプロセスを並列に実行するように構成された単一のプロセ
ッサを備えてもよい。そのプロセッサは、入ってくるステータス更新データメッセージの
量に基づいて、入ってくるステータス更新データメッセージをリアルタイムで処理するの
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に必要なカーネルプロセスの数を判断することができる。
【０１０９】
　本実施形態は、一つ以上の遠隔に位置する資産保管場所に分散された資産を利用する電
子担保化検索エンジンの効率を向上させるというコンピュータが実施する方法を拡張する
ものと見なすこともでき、その方法は、担保提供者の遠隔に位置する資産のアセットレコ
ードのデータベースから、担保提供者の一つ以上の所定の閾値基準を満たすアセット特性
を有するアセットレコードのサブセットを選択することと、担保受取者のクエリに一致す
る担保提供者のアセットレコードに対する受取検索を、担保提供者のアセットレコードの
サブセットに限定することを含む。
【０１１０】
　その方法は、一つ以上の遠隔に位置する資産保管場所からデータメッセージを受信する
ことであって、そのデータメッセージが、一つ以上のアセットレコードに関連する更新済
みのステータス情報を含むことと、受信したデータメッセージに関連する一つ以上のアセ
ットレコードを、更新済みのアセットステータス情報によって更新することをさらに含ん
でもよい。
【０１１１】
　更新ステップは、各データメッセージの受信時に、または別法として、所定期間後に実
行してもよい。
【０１１２】
　上述した実施形態は例示的なものにすぎないこと、および添付クレームにおいて定義さ
れている本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、上記の実施例に対して多くの変
更を行えることを当業者が認識するであろうことを認識すべきである。具体的には、本願
明細書に記載されている実施形態のいかなる組合せおよび／またはクレームも、本発明の
範囲に含まれることを認識すべきである。

【図１】 【図２】
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